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インドの土地改革と農業構造の変化
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Structural　Changes　in　Ihdian　Agricu正ture，

Reference　to　the　Effects　of　Land　Re石ormLs

Tsuneo　Hamaguch三

　　王twill　be　need至ess　here　to　give　a　full　de亡ail　of　the　Recess呈ty　and　importance　of王and　reforms

in　newly三ndependent　India　not　only　for　the三r　i搬pact　o窺　agricu！tura正developme臓むbut　for

the　influence　they　exer亡o疏出e　lives　of　the　rural　popu熱t圭o篇．　The　Third　Five　Year　Pla箆

describes　the　objects　of熱nd　reform　programmes　in　th．e　following　wo戴s．

　　‘‘The　first　is　to　remove　such　impediments　to圭鍛crease　in　agric戯ural　production　as　arise

from　the　agrarian　structure　inher呈ted　from　the　past．　Th圭s　should　help　to　create　cond圭tions

for　evolv呈ng　as　speedily　as　possibl¢an　agricu圭tural　economy　with　high　leve｝s　of　efficiency

and　峯）roduct圭v三ty．　The　second　object，　which　is　closely　related　to　the　f三rst，　is　to　eliminate　all

elements　of　exploi£at呈on　and　social　injust三ce　wlth呈n　the　agraria簸system，　to　provide　security

for　the　tiller　of　soi豆，　a鷺d　assure　equa1量ty　of　status　and　opPortunity　to　a慧　sectio簸s　of　the

rura圭　POpulation．”

　　The　post－independence　history　of　l鋤d　reforms　carried　out　by　the　State　Govemments　under

the　we11－known　slogan　of‘Land　to出e　Tillers　of　the　SoiP　can　be　broad三y　divided　i蕊o　three

phases　w圭th　respect　to　the　pr量ncipa玉measures．　The　firs乞phase　started　immediate夏y　after　1947

w三th　the　enactment　for　the　abolition　of　iなtermed三aries，三mplementation　of　which　was　almost　com－

pleted　by　the　end　of　the　First　F圭ve　Year　Pla盆．　During　the　second　phase　from　the　year　1953

many　States　enacted　a鷺d　implemented　the　measure　of　te照ncy　reforms．　And　the宅hird　phase

started　from　1955　whe無Punjab（lnc王uding　PEPSU）and　West　Bengal　imposed　ce三llng　on

¢xist三ng　holdi篇gs．　But　l無　other　States　barrlng　Jammu　and　Kashmir　t｝｝量s　measure　was

serious星y　delayed　and　lt　was　not　until　1961　that　Iegislation　for　ce磁ng　on　ex三stiRg　ho玉dings

was　enacted　in　a1正of　the　States．

　　Th圭s　article　concentrates　o鍛乞he　s加dy　of　the　effects　of　above－mentioned　豆and　reforms

on　the　tenurial　aロd　structural　aspects　of　In（玉ian　agricu玉ture　and　also　Gn　the　class　struct．

ure　of　rural　soclety，　which　I　think　is　rather　a　neglected　approach三鷺　the玉and　reform
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studies　hitherto．1無the　f三rst　chapter　I　will　discuss　the　relat三〇nship　between　the　abol玉tion　of

三ntermed三ar三es　and　the　change至n　land　ownersh三p　rela亡呈ons，　and　the亘aとure　of　r三ghts　wh董ch

tenants　have　acqu圭red　as　a　result　of　comi亘g　i鍛to　direct　relation　with　the　state．　The　seco旦d

chapter　deals　with　the　effects　o｛te無a旦cy　reforms　and　makes　it　clear　that　in　sp三te　of

the　decrease　童n　tenanted　area，　exist量ng　tenancy　proble搬s　are　aggravat三無9，　assum三ng　the　forms

of‘informal　te烈ancy’and　sharecroppl窺g　system　The　third　chapter　is　related　to　the　progress

of　cei1圭ng　leg三slation　and　its三mpact，　especiaHy　bro疑ght曲out　by　the　evasio亘，　on　the　size　class

distrib磁o鳳of　cultivated　holdings　and　the　method　of　cultivation．　Thus，　will　be　made　c正ear

the　l三mitat圭on　of書he　la簸d　reforlns　policy　of　the　Congress　Govemment　a亘d　the灘ature　of　the

agrarian　problems三n　India　today．

は　　　じ　　め　　に

　独立後のインドの自立的国民経済の形成と農村社会の民主化の課題に微して土地改革のもつ重

要性はここで縷説するまでもないであろう。イソド政府は第3次5ヵ年計画において土地改革の

目的をつぎのように述べている。「第1の1的は過去の遺産として継承した農業構造から生起す

る増産の阻害要因を除去することである。これによって効率と生産性の高い農業経済を早急に現

出する条件が作り出されるはずである。第2の目的は，第1の融勺と密接な関連をもつものであ

るが，農業制度のなかの搾取と被会的不公正の要素を取り除き，土地耕作老を保護し，あらゆる

層の農村人口に地位と機会の均等を確保することである。」そして土地改革後のインド農業には

土地の所有と耕作が完全に一致した農民的土地所有すなわち自作農の創設がうたわれている。

　1947年に政権の座に就くや国民会議派は州政府の権限のもとに一連の土地改革に乗り出した。

その具体的な内容は州により，同一州内でも地域によって異なるため複雑をきわめ，また実施時

期もばらぼらなので，全体として包括的に捉えることは困難であるが，主要な改革措置によって

段階区分を画すならぽ，まず第1段階は独立直後から立法化が着手され，1950年代に入って多く

の州（中間介在者欄度地域）で実施され，ほぼ第1次5ヵ年計画中に完了した中間介在者制度の

廃止，第2段階は地域によっては第1段階と並行するが，とくに1953年以降の時期に集中してい

る小作制度の改革，第3段階はすでに独立嶺初から原躍的には承認されていたが，第2次5ヵ年

計画で一屡具体化され，1959年の国民会議派ナーグプル大会で再度強調されたあと，大部分の州

で1960年から1961年にかけて立法化を終えた既膚地に対する最高保有限度の設定措置である。そ

してほかに耕地の交換分合，細分化の禁止，土地寄進運動，農業経営の協岡化も土地改革の一環

として実施されている。

　本稿の目的は，上述の主要な改革措置が直接的ないし間接的にインF’農業の生産構造と農村の

階級構成にどのような変化をもたらしたかを朔らかにして，土地改革後の農業問題と農村の階級

矛盾の性格を追究する手掛りをつかもうとするものである。なお，資料の制約から，ここでの考

察は主として独立時から1961年までの時期に限定されている。
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　　　第1章　　中間介在者制度の廃止と土地所有構造

　　　　　〔1〕　土地所有構造の変化

　土地改革のいくつかの主要な措置のなかでも中間介在者糊度の廃止は1950年代末までにほとん

どすべて完了されている。たとえば，インド政府計画委員会はつぎのように述べている。

　　「ザミーンダーaj　一一（Zamindari），ジ・e　・・一ギール（Jagir），イナーム（lnam）などの中間介

　在者制度は国の面積の40％以上をしめていたが，ほとんどすべて廃止された。……中間介在剃

　度の廃止で封建遣fll臆除去され，2000万人と推定される多数の小作農が国家との直接関係に

　入った。……かなりの面積の森林地や可耕荒無地も多くの州で政府に帰属した。」（1）

　中間介在者制度廃止の実施状況をさらに詳しく示すならば，第1表のとおりで，イソドの主要

17州（州再編成前）の総面積7榔960万工一ヵ一のうち47％をしめる3億4063万工一カーが中間介

在者棚度地域であったが，すでにヱ956年までに総面積の43％，中間介在者舗度下の面積の90％に

糊当する地域で廃止法が実施されている。そしてその後にもアーγドラ（1956，1957年），カッ

チ（1958年），ラージャスターンのザミーンPt“　一一リー地域（1959年）などで廃止法が追加して施行

されており，その他の州での法制定ずみで未施行であった地域における実績も合せると中間介在

者制度はほぼ完全に廃止されたと考えることができる。

　一般セこ中間介在老と総称される階ma（2）は，その領有する土地に対してもつ権利によって名称も

性格も異なるが，土地所有権と微税権を主な墓準として大別するならぽ，第1に政府に地租納入

の義務を負うとの条件で土地所有権を与えられているザミーンダール型中間介在者，第2に地租

徴集権と地租の一部分ないし全部を費消する権利はもつが±地所有権を主張できないハイデラー

バード，サウラーシュトラ，ボンベイの一部地域のジャーギールダール，第3に地租微集権と同

時に土地所有権をも併せてもつ，その他のIE藩王国諸州のジit　一ギールダール，第4に土地所有権

をもち多くの場含地租納入の義務も負わない，アーソドラ，ボンベイ，ケーララ，マドラ～ス，マ

イソールやその他の旧藩王圃諸州に散在するイナームダール型中間介在者に分かれる。こうした

中間介在者層の性格からすれば，この層を排除して耕作農民を国家との直接関係におく中間介在

者綱度の廃止措置に共通した特徴は，まず地租制度の改革，すなわちすでをこ非中闘介在老側度地

域で行なわれていたライヤトワーリー（Raiyatwari）制度を導入して，イソド全域に統一的な地

租制度をしいたことである。したがって，制度としての中間介在老の廃止はそのまま地租制度と

してのライヤ5ワーり一拡張の直接の指標となることはいうまでもないが，土地所有構造にもた

らす影響はけっして一様ではない。上述の4つの型の中間介在者のうち，第2にあげた型のジャ

ー ギールダールの排除はもっぱら徴税機構ないし行敷機構の改革であって，土地所有講造にはな

んの変化も生み出しえないことは自明である。事実，｛日バイデラーバード州では「嗣家のなか

の国家」として全州の35％をしめていたジャーギール地の支配者ジャーギールダールは，廃止法

（Hyderabad　Abolition　oξJagirs　Regulation，1949）の施行によって従来行使していた徴税権の

みでなく行政，司法，警察権も失ってしまったが，第2表が示すように現実の土地所有春である

バッタ～ダール（Pattadar）と小f乍農の関係はまったく不変であった（3＞。
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　一方，嗣じジ・r　一ギールダーり一廃止でも，第3の型のジャ～ギールダールを対象とするラー

ジャスターソの場合には様相はちがってくる。この州（アジメールを含む）では土地改革前の全

保有地面積の40％が政府直轄地（Khalsa）で，45％がジャーギールダーリー一’・v　15％がザミーγ

ダーリー（ビースヴェダーリーBiswedariを含む）であったが，ジャーギー一ルダールは徴税権の

みでなく土地所有権も行使していたために，その支配下にある耕作農民はハイデラーバードのバ

ッターダールとは異なり随意小1乍農に近い条件に耐えねぽならなかった。　したがって，廃止法

（Rajasthan　Land　Reforms　and　Resumption　of　Jag三rs　Act，1952；Ajmer　Abolition　of　Inte－

rmediar三es　and　Land　Rcforms　Act，1955）の施行に際してはジャーギールダ～ル側からの強い抵

抗と圧力があり，年間収入5000ルピー未満のジャーギールダールに対する廃止法適用免除，自耕

地所有，自耕地のないジャーギールダ～ルへの未入植政府地の分配，補償金に加えて更生贈与金

の供与など多大の譲歩がなされたのである④。その後ザミーンダーリー廃止法（Rajasthan　Zam－

indari　and　Biswedari　Abolition　Act，1959）　も施行され，その結果旧中間介在老はもとの所有

地の8％をしめる自耕地所有者の地位に低落し，自耕地以外の小作農は政府との直接関係に7、っ

て旧中間介在老と同様に自動的に土地所有者カテーダール（Kha－tedar）に転化した（5）○

　ザミ～ンダール型中闘介在者の所有地が支配的な紹英領インドの西ベンガール，ビハール，ウ

ッタル・プラデーシュ，マディヤ・プラデーシュ（再編成爺）の諸州では土地所有構造の変化は

一層顕著である。ここでは資料の制約から，とりわけ変化の大きいウッタル・プラデーシ＝の改

革実績を考察しておこう。この州では土地改革前の農村地域はほとんどすべてザミ覧ソダ～ルの

所有地で，そのうち17％（抽娼調査では20％）が自耕地であった。その他の面積は第3表のとお

り各種の権利を有する「準所有者」（§）および各種の権利をもつ小作農が課有していたのである。

ザミーンダーリー廃止法（Uttar　Pradesh　ZamiRdari　Abolition　and　Land　Reforms　Act，1950）

は1952年をこ施行され，その結果土地制度は，私的所有権のブ～ミダリー（Bhumidhari），政府地

占有権のシールダーリー（Sirdari），下級小作権のアサーミー（Asami）の3形態に簡素化され，

全保有地にしめる比率は第4表のように，それぞれ33％，66％，1％となった。ブーミダリー地

ぱ所有権の取得経路によって，旧ザミーソダールの自耕地（森林地を含む）のしめる45％と旧小

作農が小作料の10倍（分割払いで12倍）の金額を支払って購入した面積55％からなるのでω，土

地改革後の旧ザミーンダールの自耕地は全保有地の15％となり，その他の面積について，ごくわ

ずかのアサ～ミー地を除き，i日小作農カミ土地所有者（ブーミダル）あるいはそれに準ずる地位の

シールダ～ルに上昇している（8）。

　ところで，中間介在者制度の廃止前後の土地所有構造の変化を全国について厳密に捉えうるデ

ー タは存在しないが，第1次農業労働調査（1950－51年度実施）と1961年センサス（家計経済表）

とは調査臼的と規模は異なるが，いずれも家計を調査単位とする抽出調査方法に依拠し，ほぼ同

一の，しかも他の統計資料に比べてインドの土地所有構造の実態把握にもっとも適した概念規定

を採用しているので（9），両調査の結果を比較してみよう。まず第1次農業労働調査によれぽ，1950

－51年度の農村家計10万3548戸の職業構成は第5表のとおりで，土地所有については全属平均で
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襲地所有者24．9％，小作農24．6％と両者はほとんど捕率之あり，州に対する加重平均値ではそれ

ぞれ22．2％，27．2％となって小作農の比率が震地所有者を凌駕していた。そしてさらに州別にみ

ると，ビハール，vディヤ・プラデーシュ，ウッタル・プラデーシュ，爾ベソガール，ラ・・ジャ

スターン・アジメールの諸州では小作農比率が圧僅1酌な高さを示していた。岡様の傾向は，耕地

保有の権利内容別面積分布（第6表）によっても確認でき，全園平均で耕地面積の56．8％が飯

有地，41．3％が小作地，1．9％が無料借地となっていた。これらの数値は土地改革前のインド農

業において地主・小作関係がいかに大きな比重をもっていたかを端的に物語っている。

　これを1961年センサス・デ～タと比較してみてみると，爾年間の土地所有構造の変化をぱっき

り読みとることができる。第7表は同センサスの家計経済表データから農村地域の1370万74α7戸

の職業構成を示したものであるが，第1次農業労働調査と比較するために，家計経済表から算

新｛二1した耕作農家　（家内二L業兼業農家を含む）938万5831戸の耕地保有の権利内容瑚構成比（第

8表）を基礎にして，農村家計全体に対してしめる耕作農家の内部構成比を割出すと，全国平均

で所有地耕作者52．7％（専業農家のみについては47．9％），純小1乍農5．2％（岡じく4。8％），混含

小作農10，6％（同じく9．7％）である（19）。かくて農民層範疇はいくぷん異なるが，農村家計全体に

しめる農地所有者（所有地耕作者）は1950－51年度の24．9％から1961年には過半数に達し，そして

さらに耕地保有の権利内容刷面積分布を示す第6表と第8表を比較してみても，所有地比率は

1950－51年度の56．8％から1961年には77．6％に上昇している。州溺の比較には雨年間に雷語別州

再編成が行なわれているのでやや正確さを欠くことになるが，1950－51年度において小作地比率

が圧倒的であった諸州の変化は顕著である。すなわち，ビバ～ルの所有地比率は10．8％から67．8

％へ，西ベンガールでは22．3％から65．1％，ウッタル・プラデーシュでは21．5％から91．4％，ラー

ジャスターンでは42．7％（アジメール36．0％）から89。0％へと著増を示しているo第1表によれ

ば，これらの州ぱいずれも中間介在者制度が支配的であった地域であり，その廃翫の影響が明白

な形であらわれている。なお，詞表において中問介在者鋼度下の面積比率が比較的高い州でも，

たとえばハイデラーバード，マディヤ・バ毒ラト，ヴィンディヤ・プラデ～シュ，オリッサなど

で，小作地比率がそれに対応しておらず，したがって変化の幅も小さいのは，統計上の誤差を別

にすれぽ，すでに指摘したような中問介在者の土地に対して行使する権利と土地経営の性格のち

がいによるものと考えられる。

　以上の考察から明らかなように，中問介在者制度の廃止は，ハイデラーバードなど若千地域の

ジャーギ～ルダーリー廃止を例外として，地域によって程度の差はあれ，かなりの規模で土地所

有構造に変化をもたらしている。しかしすでに脚注（10）でふれておいたような第1次農業労働調

査および1961年センサスの農民層範疇における「農地所有者」ないし「所有地耕作者」の特殊性

からすれば，所有地比率のこうした上昇をもって，ただちに耕作農民への土地解放が実現し，土

地の所有と耕作の分離の問題が解消したと考えるのは早計といわねぽならないo次節では，中闘

介在者制度の廃1とによって農村の階級構成でいえぽどの層の農民に，いかなる権利が与えられた

かを検討しようo
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〔2〕土地所有権移転の規模と性格

　中間介在者糊度の廃圭との結果，中間介在者は圏家が有償収用した土地について徴税権もしくは

所有権を失ったが，自耕地（Sir，　Khas，　Khudkasht，　Nijijot，　Gharkhedなど）所有の権利は侵

害されなかった。のみならず，ウッタル・プラデーシュ，西ベンガール，デリー以外の諸州では

「自己耕作」　（personal　cultivat三〇n）ω）を理由とする場合一定限度内で小作地の取戻しが合法化

されている。したがって，小作農への土地所有権移転の規模は中間介在老がどの程度の面積の霞

耕地を留保したかによってまず制約をうける。この点に関しては信頼しうるデータは皆無で，廃

止法実施前との厳密な比較も不可能であるが，若干州の断片的な資料によれぽ，改革後の旧中間

介在者の自耕地面積はウッタル・プラデーシュではザミーンダーi）　一一地域4493万工一ヵ一の15％

に相当する680fi　＝一ヵ一，ビハールでは永代ザミーンダーリー地域3870万Pt・一一ヵ一のうち4％の

165fiエ　一カー，ラージャスターソでは中間介在春制度地域4960fi＝　一カーの8％に当たる410万

工一 カー，サウラーシュトラでは中間介在者鰯度地域369万工一ヵ一のうち31％の114万工～ヵ一

である（12）。この良耕地のなかに小作地取戻しの爾積がどれだけ含まれているかは不明であるが，

ウッタル・プラデーシュではすでにザーソダ～リー廃止法制定に先立つio年間に全保有地の2．3ア

％に相当する10Q万＝pmヵ一以上の小作地で小作農の追立てが行なわれ，廃止法によって小作地

取戻しは禁丘されているにもかかわらず，その後の10年間に抽出村の全保有地の1．5％の小作地

が旧ザミーソダールによって取戻されている（13）。このような中問介在老制度の廃止を予想した小

作地の取戻しは，独立前において小作法の保護をうけていた上層の永代的，世襲的占有小作農さえ

も免かれえず，この層の農民の土地所有権獲得に対する強い要求が嘉時の農民運動の重要な支建

となっていたのである（14）。また・漆・作地取戻しを一定の制限を付して合法化している弼では小作

農追立ては一・一一・re　twしく，たとえばサウラーシ＝トラでは旧中間介在者が留保した自耕地の25％に

及ぶ28万工一ヵ一が小俘地を取戻した薗積である（15）　o

　ところで，中間介在者の土地に対する権利と同様に土地所有の規模と経営の性格も改革前には

大きな格差があった。このことは，ウッタル・プラデーシュにおけるザミーンダールの土地所麿

の規模測分布を示す第9表をみれば歴然となる。すなわち，5＝～ヵ一未満の規模に66％のザミ

ー ソダールが属しているにもかかわらず，その所有地面積は全体の5％にも満たないが，他方で

は50エーヵ一以上の規模の7％弱のザミーンダールが所蒋する礪積は約70％にも達している。そ

して自明のことながら，この自耕地はかならずしも自作地を意味せず，1947年時には年間納入地

租額250．00ルピーを境として，小ザミーンダールの自耕地にしめる小作地比率は13％であった

が，大ザミーソダールの自耕地については25％の高さであった（16）。こうしたザミーンダール所

有地の分布構造からすれば，中間介在者制度の廃止で，有償であるとはいえ多くの所有地の収

用をうけ，社会的経済的地位の下落を余儀なくされたのは比較的少数の大土地所有の中間介在者

であったと考えることができる。そして大部分の中間介在者が留保した自耕地の小作農はほとん

どが随意小作農や分益小作農であったが，中關介在者制度廃止法の適用はうけず，その改革は別

に小作立法を待たねぽならなかったのである。
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　一方，中間介在者制度の廃1Lで政尉との直接関係に入った小作農は約2000万人と描定され，1961

年センサスの耕作着（農業働労者は含まれない）総数9951万人の約20％に網当するが，この数宇

たよってもなお当該地域のあらゆる層の小作農を包摂しえないことはいうまでもない。一体，土

地改革前のインド農業における土地所有構造は，18世紀末以降にイギリスの植民地支配と搾取収

奪のもとに農村准会に商品経済が急paVC浸透し土地の商晶化が普遍化した結果，新たに導入され

た土地所有制度ないし徴税機構の法的形態のいかんに関係なく農民屠の分化。分解が進行したの

であるが，それがまさに停滞的な植民地経済の矛盾を体現した分化・分解であったがために，国

象と現実の耕作農民との問に各種の中間搾取厨をかかえこんだ土地駈肩関係の重暦化　（subinf－

eudation）を現出していた。その実態は地域的に商最経済の浸透度によって異なるが，前節第3表

のウッタル・プラデ～シュの場合も，土地に対する権利を主張しえないため表には含まれていな

い分益小作農や農業働労者の存在を考慮に入れるならぽ，部分的にはかなりの層の重層化を推定

することができる。この点についてもっとも典型的な事例として度々言及される西ベンガールに

おいては，独立前のベンガール地租委員会の報告（1940年）によれば，ザミーンダールが政府に

納入すべき定額地租が低く，そのしたの法定小作農（ライヤト）は小作立法によって保護され小

作料も低率となって中間地主化し，他方では世襲ライヤトは没落して分益小作農として過重な小

作料を負担するという変化が進行して，ザミーンダ～ルと現実の耕作農民との間に想像を絶する

ほどの利権層が生じている事実が指摘されている（17）。

　したがって，中間介在者制度velU法がどの層を「中闘介在者」と規定するかによって，この改

華措置の受益層もちがってくるのであるが，州ごとに立法内容を調べてみると，ザミ～ンタ㌧ル

と小作農の間に介在するテーケ～ダール　（Thekedar），翻燐有者，下級所有老，　永代保有権

所持巻など「準所有者」をも中間介在者とみなし，分益小作農を除く非占有小作農などの下層小

作農までが政府との直接関係に入ったウッタル・プラデーシュ，ザミーソダーリー小作農（ライヤ

ト）下の又小作農（下級ライヤト），あるいはさらに下級ライヤトの小作農という関係がある場

含（分益小作農は法律上は小作農の扱いをうけない），その上位に立つ層をも中間介在者と規定

している西ベンガール，その他デリー，トリプラ以外の諸州では政府との直接関係に入ったのは

ほとんど当該地域の小作関係で最上位にあった小作農である。とくに極端な事例は，グジャラー

ト（サウラーシュトラは含まれない），マハーラーシュトラ，マイソール（イナーム地）の中關

介在者制度廃比の場合で，ここで政府との直接関係に入ったのはどの層の小作農でもなく中間介

在老自身なのであった。なお，こうした改革過程で有償を原則としたのは，ウッタル・プラデー

シュ，マハーラーシュトラ，グジャラート，サウラーシュトラ（ギラスダーり一Girasdar三地），

マイソール，デリー一．）ヒマーチャル・プラデ～シュである。かくて，中問介在者制度廃止の利益

を享受しえたのは主として上層小作農で，下層の小作農，とくに随意小作農や分益小作農の大部

分はその婚外におかれ，ましてや農村の階級構成で最下暦をなす農業労働者についてはいわずも

がなのことである（18）。

　さて政府との直接関係に入った小作農はどのような権利を取得したのであろうか。このような
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疑問が残るのは，「直接関係」という表現はさきにも指摘しておいたように地租制度としてのラ

イヤトワーリーの特質を示すものであって，直接関係に入った小作農のすべてが土地所有権を取

得したことを意味しないからである。第10表は中間介在者劉度廃止に伴う土地飯有権の移転がほ

ぼ完了した時期の農業蛍働者を除く全農家を所有地耕作者，小作農，非耕作地主の構成比で示し

たものであるが全農家の72．37％をしめている所有地耕作者をさらに土地に対する権利内容男弓に

みると第11表のとおりで，けっして間質とはいえない。この表で注臼されるのは，私約所有権

（19）とは明らかに一線を画すべき種類の権利も同一の範鷹に含まれていることで，それは前節でも

言及した，ウッタル・プラデーシュのシールダール，アッサーム，ビハール，オリッサで政府と

直接関係に入った小作農のうちのもとの非占有小作農などのように私的所有権を行使できない政

府地占有者で，暫定的性格の政府地占有者も鮪えると全圏平均で全所有地耕作者の16％に達する。

これらの農民の土地に対してもつ権利が私的所有権と異なる点は，土地の譲渡権がまったくない

か，著しく創限されており，同時に農業雛勺以外の土地利用は禁止されていることである。しか

も暫定的性格の政府地占有者の条件はさらに悪く，一年契約など短期的にしか耕作権は保証され

ていない。こうした格差の由来は，もちろん政府との直接関係に入る過程で小作農が法約に主張

しえた権利のちがいや所有権購入の権利を行使したかどうかにある。上述の事例のほかには，ラ

ー ジャスターソのガイル・カテーダール（Ghair　Khatedar），グジャラート，マハーラーシュト

ラのr新制度」　（Nawin　Sharat）下の農民，土地寄進運動で再分配された土地やジャンムー・

カシミールの土地保有制限措置による再分配地で敷府と直接関係に入った農民やグジャラート，

マハーラーシュ1・ラ，マイソ～ルで小作立法によって土地を獲得した小作農なども念まれているQ

暫定的性格のものも含めて，州朋に政府地占有巻のしめる比率が比較的高いのはアッサーム34．25

％（一年契約の政蔚地占禽者27．08％），ビハール28．69％，マディヤ・プラデーシュ20．97％ウ

ッタル・プラデーシュ59．92％などであるが，このような敷府地占有権が具体的な土地所有構造

のなかでどう位置づけられるかによって，これらの州の土地改革の実績評価だけでなく，土地問

題の性格規定も大きくちがってくるのである。

　すでに述べたように，私酌土地所有と政府地占有の法的権利のちがいは，前者の属性の一つで

ある土地の排他的かつ自由な利用と譲渡の権利が後者には欠如していることである。したがって，

法的権利に関するかぎり両者を同一範囎こ扱うことはできないが，実際には政府地占有者にとっ

て所有権の購入条件も容易で，支払うべき金額は年間地租額の数倍でけっして高い額でないとす

れば（29）・，多数の政府地占有者が所有権購入の権利を行使していない現象の背後に作用している

規定要因を検討して，両者の実質的な差異を確認する必要があると思われる。ところで，政府地

占有者が所有権購入の権利を実行していない理由にはふつうつぎの3つの要困があげられている。

すなわち1》土地所有権輿体が独立後のインドでは各種の土地立法で転貸禁止，追加所禽の制限，

場合によってぱ抵当禁止など多くの制約をうけていること，2》私的所有権と政府地占有権の闘

には経済的にみれぽ実質的差異は大きくないこと，3》政府地占有者はすでに中闘介在者もしく

は地主の経済的，経済外的圧力による耕1乍権の不安定さや小作料のつり上げから解放されている
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ことである（21）。これらの要因をウッタル・プラデーシュの事例によっていますこし詳細に検討

してみよう。

　この州においては土地改革後の政府地占有者シールダールは全保有地の約65％，土地保有農家

の53％をしめ，その比重はきわめて高い。土地改革法の定めるところでは，シールダールは年間

地租額の10倍（分割払いで12倍）の金額で所有権ブーミダリーを購入できることになっているが，

その権利を行使してブーミダルに転化した面積は前節で示しておいたように全保有地の18％にす

ぎない。その原霞を追求した実態調査によれば，保有地の一部についてブーミダリーをもってい

ない農家の78％oが資金不足を理由にあげ，13％がブーミダリー取得に実質的な利点がないとして

いる。また純シールーダール農家の示した理由はそれぞれ74％，24％である。しかしながら，資

金不足を理由とした農家の実際の経済力はその理由の正当性をくつがえしており，かならずしも

直接的な阻害要因とすることはできないのである（22）。

　一方，シールダールからブーミダールに転換した場合に生ずる利点は，1》地租負担額が約50

％の削減となること，2》土地の自由な利用と譲渡権を取得することにある。第1の点について

は，1959－60年度の地租額でいえぽ全州平均1エーヵ～当たり5．77ルピーから2。53ルビ～への軽

減であるが，地租の絶対額も削減幅も現実の1エーヵ一嘉たりの生産物緬額（1960－61年度の粗

生産物価額表示で348．84ルピー）に比較すればごくわずかで，しかも50％の地租額削減では購入

発本の5％の利園りにしかならず，農村に一般的な金利に比べてはるかに低利であることから誘

霞とじては弱く，第2の点は，シールダーリーは利用目的を農業，園芸，家禽業の分野にかぎら

れ，違反の場合は政府の土地取立てをうけるのであるが，インド経済の現状からすれば，その他

の利用融勺の可能性もほとんどなく，譲渡権も土地売却の必要が生じたときに比較的容易に購入

できるとすると，経済的側面での濁者のちがいは土地を抵当に入れて政府や協同組合から融資を

うける際にシ～ルダールの信用度が弱いということにつきるのである（23）。　したがって同州のア

リ～ガル地区を調査したW．Ladejinskyによれば，　「すべての実際融勺について土地はシール

ダールに帰属し，政府地占有者として課されている負損額も名陰的で，ふつうの小作農の負担に

比べれぽほんのわずかな額にすぎない」（24）のである。

　ただし，こうした評価は暫定的性格の政府地占有老については当てはまらないQとくに，アッ

サームでは1958年以wa－一“年契約の翻度を廃止する措置を講じてきているが，1965年現在でもなお

180万＝一カーについて政府地占有者の耕作権は安定化されていないのである（25）。しかし，そ

の他の州の大部分の政府地占有者は事爽上の所有権を享受しており，この層の農民を土地改革後

もなお不安定な小作権と法外な小作料を強いられている一般の小作農と同列に位置づけることぱ

土地閉題を正しく捉ええているとはいえない。むしろ，政府地占蒋老をも含めて，中間介在者舗

度の廃止によって土地所有君ないしそれに準ずる地位に上昇した郷小作農が，後述するように同

時に5ヵ年計画の農業開発諸施策を利用して富農層への道を歩み，既存の自営農罠とともに新た

な支配層として台頭したとみなけれぽ，その後の土地改革，とくに土地保有の最高限度設定措置

の不徹底の問題だけでなく，独立後のインドの社会変動の性格や政治過程の変化の本質も十分理
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解できないであろう（26）。

　たしかに，IH藩王国諸州と旧マドラース州ザミーンダーリー地域を除いて，その他のアッサー

ム，爾ベソガール，ビバ～ル，オリッサ，ウッタル・プラデーシュ（シールダ～ル）の諸州では

中聞介在者捌度の廃止後もこれらの農民は従来の小作料と同額の地租納入を義務づけられており，

中間介在者制度廃止の直接的な経済的利益は大部分が政府収入に移転されている。そしてその地

租収入の純増分はほとんどすべて旧中間介在者への補償金・贈与金の支払いとライヤ〉ワーリー

導入経費に支出されており，中間介在者制度廃止のもたらすべき財敷面での効果はそれだけ後れ

ていることもまた事実である⑳。しかしこのことをもって農民搾取と収奪がただたんに土地改

革前の中間介在者から国家に交代しただけであるとする評価は明らかに事実を単純化しすぎてい

るといわねばならない。まず小作料から地租への転換・圃定によってこれらの農民は従来の中間

介在者の恣意的な小作料引上げの脅威から完全に解放されたぽかりでなく，さらに土地改革前に

はかなり広汎に行なわれていた経済外的強制による各種の不払い労鋤（Veth，　Begar）や賦課゜

貢納（Abwab）形態の収奪からも自由になっている（2s）。また第12表からも明らかなように，上

述の州の上層小作農に対する法定小作料は独立前の農民運動の成果を反映して小作立法によって

すでに規制されてきており，それに地租額が固定された結果，独立後の農業の生産性の伸びと農

産物餌i格の上昇によって実質的な負担率は大幅に低減しているのである。たとえぽ，G・Rosenの

推計によれば，純農業生産物価額にしめる地租の比率は1938－39年度の4．5％から1960－61年度

には2％弱に低下している（29）。　このことは1960－61度年の州溺の1エーカー一当たりの粗生産物

価額にしめる地租率によっても裏づけられている。（第13表）一方，旧中間介在者への補償金・

贈与金の政府支払い義務の総額は64億1420万ルピー（利子を含む）で，支払い期限は州によって

5～40年に及んでいる。そして第2次5ヵ年計画期末までに支払いずみの額は約35％の22｛意4560

万ルピーで，その半分以上が政府債，残る約10億ルピーが現金で支払われているが葡，繊中問

介在者全体についてみれぽ，土地改革前の所有地からの収入に比べて経済的地位の低下は否定で

きない事実である。

　中間介在者髄度の廃止のいま1つの重要な経済的意味は，むしろこれら農民の経済余剰の一部

を中間介在者に代って政府が掌握したことによって，それを生産的投資に合理的に支出すること

が少なくとも制度的には可能になったことである。このことは資本主義発展の初期段階において

は資本蓄積ないし資塞形成の源泉を国民所得の大宗をなす農業部門に求めざるをえない以上，近

代国家として不可避的に課される機能であるが，改革後のイソドの地租制度と財政支出のメカニ

ズムはいまだこうした資本の要求に十分応えているとはいえないことが注目されよう（31）。ag　14

表は1950年代における農業・非農業部門閥の資金の流れを政府部門，民間部門に区分して示した

ものであるが，その基本的な特微は工業化を促進する方向ではなく，反対に農業部門への資金の

純流入となっており，それがひいては対外借入れへの依存度を増し，自立的国民経済の建設の阻

害要圏となっていることが明白である。
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（1）　Govt・of　India，　Planning　Commission，　Progressげland　reforms，　Delhi，1963，　P．3．

（2）　「中間介在春」（intermediarles）は字義どおりでは国蒙と現宰響）耕作者との間に介在するすべての中問

　　　搾取層を意味するが，土地改革との関連では一般的に封建的性格の，法律によって規定された土地所有

　　　権，準土地所有権所持者の狭義に用いられている。（Govt．　of　India，　Planning　Comm三ssion，　Reports

　　　げthe　COntmittees　of　the　Panel　on　Land　Refor？ns，　Delhi，1959，　p．10）後述のようにハイデラー

　　　バド型ジャーギールダー一一　7．レをも含める総称としては「法定地主」の訳も適切ではない。

（3）A・M・Khusro，　Economic　and　socal　effects　of　Ja　girdari　abo！ition　in　Hyderabad，　Hyderabad，

　　　1958，pp．18－26．とはいってもジャーギールダールが窮実上の駈有権を行使しようとしなかったわけ

　　　ではない。　（ibid．，　P．18）

（4）　B・S・Rathore，“Land　tenure　and　land　reforms　in　Rajasthan”，　AICC　Economic　Review，　Vo1．王8，

　　　No・i6；Mar・　．1，1967，　P・13；Doo｝Singh，　Land　reformsゴπRajasthan；astudy　of　evasion，

　　　im）lemefuztion　and　socio－econoMiC　efSects　of　land　refoγms，　Pilani，　1964，　pp．83－95。

（5）　Govt，of王ndia，　Planning　Commission，　Implementation　of　land　reforms；areview，　Delhi，王967，

　　　pp．　121－123．

（6）　「準所有者」（semi・－proprietors）をよウッタル・プラデーシュの場合，テーケーダール，抵当地保有巻，

　　　眼所有者，永代保有権所持者が含まれ，ザミーンダーリー廃止法では中間介在者として規定されている。

　　　それぞれの｛生格についてはBaljit　Singh　and　Shridhar　Misra，　A　studV　of　land　reiorwπs　in　Uttar

　　　Prades｝i，　Calcutta，1964，　pp．21－22を参照。

（7）　ibid．，　p．　123．

（8）土地所有構造におけるシールダール（政府地占有者）の位置づけについては次節で詳述。

（9）　イソドの土地所有に関する公的統計資料のうちでもっとも注意を要する用語は「所有」ないし「所有権」

　　　で，その概念規定は資料によって異なるが，大体2つの系統に分けられる。　1っは1951年セソサス，土

　　　地保有・耕作セソサス　（1953－54度年実施），全国抽出調査（第8ラウンドほ953－54年度，第16ラウ

　　　ソド：1959－60年慶実施）に共通する広義の概念で，永代的，世襲的占有権など上級小作権も所有権に含

　　　まれている。いま1つは第1次農業労働調査（1950－51年度）と1961年セソサスの概念規定で，上級小作

　　　権は除外されている。後者の所有権には政府地占有権も含まれているが，その妥当性にっいては次節でふ

　　　れる。なお，1951年センサスについてはGovt；・of工ndia，　Census（of　lndia，1951，　Vlol・　1；All－lndia，

　　　Part　II－B：EconoMiC　tables（9eneral　PoPulation），　Delhi，1951，　pp．　x－xi；Daniel　and　Alice

　　　Thomer，　Land　and　labour　in　India，　Bombay，1962，　PP・131－150；土地保有・耕作センサスにつ

　　　いてはG◎vt．　of工ndia，　Plannlng　Commisslon，　Progress　of　land　reforms，　PP・106－108；全圏抽

　　　出調査についてはG・vt．・f・1・di・，　N・ti・nal　SantPl・　S・trv・s・8th　rownd（　july　1954－MarCh　1955）・

　　　No．10：Ftrst　repoγt　on　land　hOldin．”s（rκral　sector），　D　elhi，1958，　p．10；第1次農業労働調査

　　　についてはGovt．　of　India，　Minlstry　of　Labour，　Raral　Manpewer　and　ocCitPatiOnaJ　strt‘cture；

　　　repo　rt　of　the　First　Agric‘ltural　Labottr　Enqu　iry，　Delhi，1954，　pp．449－450；1961年センサスに

　　　ついてはGovt．　of　India，　Census　of　India，1961；instsuctions　to　en獅MeratOrS，　Delhi，1959，　PP・
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　　　3－5をそれぞれ参照。

（10）　「所有地耕作」　（ownership　cultivation），「純小作」（pure　tenancy），「混合小作」（mixed　tenancy）

　　　は1961年センサス家計経済表における集計上の分類，すなわちa）所有地および政尉地の耕作，b）貨幣．

　　　現物，生産物定率分割形態の小作料を支払って個人もしくは園体から保有している土地の耕作，c）一部

　　　分は政府地，一部分は（b）の借地からなる土地の耕作，にそれぞれ対応する範疇であるが，自作，純小

　　　作，自小作の用語は避けて，P．　S．　Shar皿aの用語にしたがった。（P．　S．　Sharma，“A　study　of　the

　　　structural　and　tenurial　aspects　of　rural　economy　in　the　light　of　i961　census”，　Indian　／burnal

　　　of　Agricultscsal　Economics，　VoL　XX，　No．4；Oct．／Dec．1965，　pp．46－82）なお，1961年センサ

　　　スでも「耕作」は実際の農作業のみでなく，作業の指揮監督をも意味するので，所有地耕作は「霞己耕

　　　作」と同様に主として雇用労働による経営をも包含する概念である。（Govt．　of　India，　Census　of　lndia．

ヱ96ヱ；instructions　to　enl‘merators，　Pほ5）

（11）　インド政府計画委員会の勧告では，自己耕作の概念は，1）危険負担，2）復接酌指揮，3）農作業の

　　　遂行の3基準を充足することが望ましいが，前二者が充足されている場創こは最少限の労働力投入は不

　　　必要とされている。　（Govt．　of　India，　Planning　Commission，　Reports　of　the　Committees　of　the

　　　I’anel　On　Land　Reforms，　pp．62－63）　したがって各州の規定では自己耕作には雇農経営も念まれ

　　　ている。　（Govt．　of　India，　Progress　of　land　refervvts，　PP，49－55）

（12）　ウッタル・プラデーシュについてはBaljit　Singh　and　Shr三dhar　Misra，　op．　cit．，その他の州について

　　　はGovt．　of　India，　Planning　Commission，　IMpteMentation　of　land　reforms；arevieω　の断片的数

　　　字から鱒二禺した。

（13）Baljit　Singh　and　Shridhar　Misra，　op．　cit．，　P．163．

（14）古賀正劉，「インドの農民運動と土地改革一全インド農民組合の成立から土地改革法成立に至るまでの一」，

　　　『東洋文化』第34号，63－70ページ。

（15）　R．R．　Mishra，　Repoγt　on　the吻o’s　of　land　vef　evmas　in　Saκrashtra，　Bombay，1961，　PP．65－69；

　　　Govt．　of　India，　Planning　Commission，　IMPIeMentatioii　of　land　reforms；areview，　P．61．

（16）Baljit　Singh　and　Shridhar　Misra，　op．　cit．，　P．32．

（17）ウッタル・ブラデーシュに関する第3表に掲げられている農毘層は同州地租台1長（カターウニーKhataun三）

　　　第工部記載のものに相当する。ag　ll部記載の又小作農層は，岡州ザミーンダーリー廃止委員会の調査に

　　　よれぽ，保有権巻総数の約15％，全保有地面積のfSle％であった。（Govt．　Qf　united　Provinces，　RePort

げthe　United　Proひinces　Zamindari　AboLitiσn　Cσm，nittee，　AUahabad，1948，　Vol．1，p．174、　Vo1．

　　　H，pp．7－8）なお，同州の土地改革前の土地所有関係については多田博～，「イソド，連合州における

　　　土地所有と小作関係一1930年代前後」，『アジァ経済』第9巻第2号を参照o旧ベンガ～ル州にっいては，

　　　たとえばBakarganj地区のように15～20種類の中間搾取層が存在する事例もめずらしくない。

　　　　（Govt．　of　Bengal，　Reカort　of　the　Land　Reventte　Commission，　Bengat，　Vol。1，　Alipore，　1940，

　　　pp．33－37）同様の事実はベンガル飢饒調査委員会報告も指摘している。（Govt．of　Indla，　Final

　　　report　of　the　Famine　Jnquiry　Commission，　Delhi，1945，　p．438）

（18）独立後のイソドの農業改革の基本方針を提示した国畏会議派農業改革委員会の勧告は「インドの農業経

　　　済において中閤介左者のLめるべき場所はなく，土地は現実の麟作潔こ帰鴇すべきである」とする内容
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　　　のゆえに，会議派の公式文書のなかではもつとも急進的なものと鼠されているが，そこにおいてさえも

　　　農業労働者はもっぱら雇溺，賃金，農厩組織化の問題として扱われており，土地改革の直接の受益者と

　　　は想定されていない。　（lndian　National　Congress，　Report　of　the　Con8γess　Agrarian　Reforms

　　　Committee，　New　Delhl，1949，　pp．112－139）このことは，第2次大戦以降に深化した農業危機のなか

　　　で，農民運動が上層小作農（主として占有小作農）から下層の分益小作農，随意小作農などの貧農層や農

　　　業労働潜にまでその基盤を拡大し，農村に革命的情勢が高まりつつあったときに，その危機を回避する

　　　ために国民会議派が，一一方では尖鋭化した農民闘争を弾圧し，他方では中間介在着制度の廃止を宣需

　　　（1945年選挙綱領）して上層小作農に譲歩すべく打出した土地改革の基本的性格を端的に反映している。

　　　独立前の農民運動と土地改革の関連性については前掲古賀論文を参照。

（19）原理的をこはライヤトワーリー制度のもとではヨーロッパ近代社会におけるごとき排他的な土地私有権は

　　　存在しない。ここでいう私的所有権は法約には地租納入を唯一の条件として自由な土地利用が許される，

　　　永代的，世襲的かつ譲渡可能な占有権である。

（20）　A．M．　Khusro，‘‘Lanδreforms　legislatlon　and　implementation　in　different　States”，　lndian／our＿

　　　nal　of　A8γゴ6μ伽7α！Econo”tics，　Vol．　XIII，　No．1；Jan．／Mar．1962，　p．183．

（21）　　ibid．，　pp．　193－194．

（22）Baljlt　Slngh　and　Shridhar　Misra，　op．　cit，，　PP．125－129．

（23）ibid．，　PP．129　－130；Wolf　Ladejinsky，　A　study　on　tenurial　conditions　in　Package　Z）istricts，　New

　　　Delhi，1966，　p．39．

（24）Wolf　Ladejinsky，　ibid．，　P．40．

（25）　Govt．　of王n（玉ia，　Planning　Commission，　IMψlementation　of　lαnd　referπs；areview，　P．3．

（26）土地改革と農業開発計画による農村の階級講成の変化が国民会議派の畦格変化の要困の1つになってい

　　　る泰実についてはGeorge　Rosen，　Democracy　and　econoMic　o肋7z8霧in　lndia，　Berkeley，1967　（と

　　　くに第4章を参照）。農民運動の側面からこの点を正しく指摘したものに古賀圧則，「インド農民運動の

　　　当薗する若干の問題点」，『アジア・アフリカ研究』第3巻第9号がある。農村の社会構造や支配機構へ

　　　のインパクトについては多くの論著があるが，古賀正則，「村落における指導層と土地改革」，『アジ

　　　ア経済』第7巻ng　3号；D．ソーナー，「変わりつつある村落指導層」，前掲誌；Baljit　Singh，　Next　steP

　　　in　vilgage　India；astudy　of　land　Teforms　and　group　dYnaMiCS，　Bombay，1961；H．　D．　Malaviya，

　　　Vitlage　Panchayats　in　India，　Bombay，1956；McKlm　Marriot，　Village　India；stttdies　i2z　the　li　ttle

　　　COMMUnitY，　Bomboy，1961などを参照。

（27）Kedarnath　Prasadの推計によれぽ，金州の地租収入の総額は1950－51年度の喋億9600万ルピーから1960

　　　－61年度の9億7200万ルピーに大幅に増加しているが、中間介鉦者制度地域へのライヤトワーリー導入に

　　　付随する経費と他の課税項属の減収分を差引くと第1次および2次の5力年計画期間中の増紋分は総額

　　　7億4730万ルピーとなる。一方，旧中間介在者への補臓金は團期間に8億6714万ルピー（政府債は換金

　　　・償還額のみ）が支払われている。（Kedarnath　Prasad，　The　economics　of　a　bacletvard　region　in　a

　　　bacleward　eeononzy；acase　studN　of　Bihar　in　relatio7z　to　et｝zer　States　of　lndia，　Calcutta，　i　967，

　　　pp．413－415）

（28）R．R，　Mishra，　ep．　cit，P．152；AM．　Khusro，　Economic　and　social　eSSects　of／agirdari　abolition
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　　　「ai；d　latld　reformsゴπHyderabad，　p．105；Baljlt・Singh　a記Shridhar　Misra，　op．／cit．，　p．21；

　　Dool’　Singh，　oPt　cit．，　pp．46－50，138－－r121．　D．　Thornerによれば，「ベーガールその他の形態の強

　　　制労働が事実上消滅したことは農村のもっとも基本的な変化である。かつての大ザミーンダールやその

　　　他の地方領主はもはや脅在に農業労働者や零細小作農から現物貢納や不払い勢鋤を搾取することはでき

　　　なくなっているQ」（Daniel　and　Alice　Thorner，　Land　and　laboπr伽India，　P．63）

（29）George　Rosen，　op．　cit．，　P．王46．とはいっても，地租欄慶自体に内在する農民題蘭，地域間の負担率の

　　　不均等の問題をも否定するわけではないQ、なお，1949－50年度から1961－62年度までの農業生産の全国

　　　平均年間成長率、（単純平均）は4．07％，その規定要因としての作付面積増は1．99％o　，生産性の伸びは／．75

　　　％であった。　（GQvt．　QHndia，　Mi頭stry　Qf　Food　and　Agriculture，　Growth　rates　in　agrionltttre，

　　　Delhi，　1965，　p．16）

（30）　Govt．　of　India，　Pianning　Commission，　Progress　of　laftd　7げo〃2zε，　P．4．なお，こうした補償金．

　　　贈与金の大部分は非生産約消費に振当てられ，この階層の農村における経済約地位の下落を速めている。

　　　（Baljit　Singh，　op．　cit．，　P。172－173；A．　M．　Khusro，　Econeinic　and　social　efSectsげノ　agirdari

　　　abolition　and　land　reforms伽Hyderabad，　PP．144－148）

（31）　インド工業化の資金聞題として農業課税政策が論じられる場合，その焦点はつねに農業部門からの税収

　　　増強と累進課税制度（農業所得税）の導入の問題であったといえるが，中央政府ないし計醸委員会のこう

　　　した方針は園属会議派の一部農村出身勢力および地主・窟農屠の庄力が大きい州政府の反対にあって実

　　　現に至っていない。　（Geoge　Resen，　op．　cit．，　P．147）

　　　　第2章　小作制度の改革と地主・小作関係

　　　　　〔1⊃小作制度の比重の低下とその規定要因

　中間介在老捌度の廃止はかならずしも当該地域の地虫・小作関係の完全な廃絶とはなりえず，

旧中間介在地が所有する慮耕地においても，また政府収用地においても下層小俘農の多くがとり

残されたことはすでに指摘したとおりである。一方，イソドの総面積の約55％をしめるライヤト

ワーリー地域でも，法律の規定では農民的土地所有であるにもかかわらず，すでに土地の所有と

耕作の分離はかなり広く浸透していた。たとえば，第1章第6表によれば，土地改革前の小作地

比率はパソジャーブ30．7％，PEPSU26．6％，マディヤ・バーラト29．8％，’マドラース2L7％，ア

ッサーム20．7％となっており，1948年に小作法が制定された旧ボンベイ州の実態調査でもその前

年のグジャラート地方5地区において非農業者の所有地だけでも32．8％（1），同様にマハーラーシ

ュトラ・ヵルナータヵ地方14地区の・」・作地は30．9％であった（2）。小作立法が保護の対象としたの

はまさにこれらの農民で，いずれも土地に対する法的権利は弱く，前章第12表に示されているよ

うに，小作料負担では上層小1〆F農とははっきりした断層を呈して苛酷な条件下にあった下屡小作

農である。そして改革の内容は，1）小作農の土地所有者への転換，2）小作権の傑護・安定

化，3》小作料を糧生産物の壱ないし壱以下に引下げることで，土地所有関係の抜本的改革とい

うよりもむしろ地主・小作関係の調整と耕作権の安定化を臼的とするものであった。

　まず第1の雛勺についての実積は，政府推計によれば小作立法によって所有権を購入取得する
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ことができた小1乍農は約300万人，その藏積は700万工一カー一・　L／上で，その内訳は第15表のとおり

である。もちろん，1956－57年度現在の利用地総面積7億2100万工一ヵ一に比べれぽ1％にも満

たず，土地所有講造にみるべき変化をもたらしうるものではない。しかしながら，全圏抽出調査

の第8ラウソド（1953－54年度実施）と第16ラウンド（1959－60年度実施）のデ～タを比較検討

してみると小作制度の比重にはこの期間に一定の変化があったことが明らか1こなる。すなわち，

この全国抽出調査は占有小作権をも所有権に含める広義の所有概念を用いているので，そこに規

定する「借地」は公式。非公式契約，貨幣・現物形態（定額・生産物定率分割方式を問わず）の

すべての非占有小作地を意味し，小作立法の対象とする下層小作農の実態掘握には有効なデータ

であるが，全耕地面積にしめる非占有小作地は20．34％から12．53％に減少しており，1エーヵ一

末満規摸を除いて減少幅も規模洌でほぼ一定である。t　（ag　16表）そこで，こうした変化の原因は

小作農の土地所有者への転化以外の要園に求めなければならない。

　IBバイデラーバード州においては小作立法　（Hyderabad　Tenancy　and　Agricultural　Lands

Act，1950）の実施によってジャーギール地における小作地比率は改革前対比で9．1％，分益小作

地も18。7％減少し，ディワーニー地でもそれぞれ25．8％，9．0％の減少となり，自己耕作地はそ

れだけふえている。（第17表）しかし，その規定要因は「小作農の土地購入や地壷の合法的な自

己耕fノ醐的での小作地取戻しのプロセスを経たものだけでなく，露骨な，あるいは巧妙な小作地

取戻しという望ましからぬ方法にもよっている」（3）のであるQたとえぽ，1951年時の法定保護小

作農（protected　tenant）の小作法施行後の1954－55年度における変化の状況は第18表のとおり

ジャーギール地については約45％が不変であるが，その他は12．4％が土地購入，17．8％が自発的

に小作地を返還し，2．6％が合法的小作地取戻し，そして22．1％が不法な小作地取戻しにあって

いる。しかも「いわゆる小作地の自発的返還は徒々にして不法な小作地取戻しの巧妙な形態であ

る」q）とすれば，土地を購入した法定保護小作農12．4％をはるかに凌く・約40％が不法に小1乍地を

取立てられているのである。ディワーニー地では状況はいくぷん異なり，条件が変わった小作農

約4096のうち20％が土地所有者に転化し，13％が不法な追立てにあっている。法定保護小作農で

すらこのような境涯にあるとすれば，下級小作権の農民により一層厳しい圧力が加えられたであ

ろうことは容易に推測できよう。

　同様の事実は旧ボンベイ州の小作立法（Bombay　Tenancy　and　Agricultural　Lands　Act，1948）

の実績調査でも明らかにされているoグジャラート地方では第19表のように小作地比率は法律施

行の前後でライヤトワーリー，非ライヤトワー一リー地域ともわずかながらも減少しているが，19

53－54年度までに小作農が購入した土地は借地全体の0．8％で，他方地主が自己耕作を理由に取

庚した土地はそれを上回る1．5％であった。また小作農の自発的返還は1956年中ごろまでに約15

万人に達し，1951－5，4年の法定保護小作農の追立ては小作農全体の27％，1952～55年問の合法的

な小作農追立ての38％が小作料の滞納を理由としている（5）。同じ小作立法が施行されたマハ～ラ

～ シュトラ，カルナ～タカ地方においても，全耕地面積にしめる小作地比率は1948　一　49年度の

30．9％から1952－53度年には26．9％に減っているが，その規定要霞は第20蓑で一蔭瞭然である。
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これを1948－49年度の小作地の1952－53年度における変化の状況で示すと，地主の取戻し25．5％，

小作農の土地購入2．4％，同一小作農の保有地50．8％，小作農の交代21．3％である（6）。そして小

作地取戻しの諏積のうち85．2％は在村地主がしめ，不在地主14．6％その他である。また追立てに

あった小作農は，63．9％が分益小作農，26．4％が金納小作農，その他9．7％となっており，小作

地取戻しが小作権の不安定な分益小作農にかなり集中していることが確認されるのである⑦。

　これらの改革の実態からすれば，小作立法の実績に関するかぎり全般的な小作地比率の低減は，

小作農の土地所有者への転換という本来の目的に即した方向によるよりも，むしろ「自己耕作」

を理由に小作地取戻しの権利を認められた地主が合法的に，あるいはF自発的返還」などの形で

隠然あるいは公然と不法に小作農を追立てたことに起因していることが明らかである。こうした

小作立法の実施過程とさらに小作農を取巻く一般的な社会的経済的支配法則を考え合わすなら

ば，耕作権についてのみでなく法定小作料の規定がほとんど実効をもちえていないことは改めて

指摘するまでもないであろう。旧ボンベイ州のマハーラーシュトラ・ヵルナータヵ地方の小作立

法の実績についてV．M．　Dandekarと　G．　J．　Khudanpurが「第1に小作法施行後も広汎に起

こっている小作地取戻しおよび小作農の入換えは小作農保護措置が実際には効力をもっていない

ことを示しており，第2に通常の土地市場は土地を現実の耕作者の手に移転させる規定がまった

く無効であることを物語っている。第3に生産物定率分割方式や金納の小作料削減および小作慣

行には変化の兆候はまったくみられなない」（§）と結論づけているのは，けっして例外的な事実で

はないのである。

　ザミーンダーり一地域についてはウッタル・プラデーシュ，西ベンガールのように排除すべき

中間介在者を広義に規定している場合には下級小作権の農民も部分的には土地所有者に転化して

おり，前掲の第15表に示されている数値はその実績である。しかし両州とも分益小作農は土地改

革法上は小作農とはみなされていないために，この層の農民に土地改革法の欠陥が集中的にあら

われている。たとえば，ウッタル・プラデーシ＝の小作制度の改革はザミーンダーリー廃止とと

もに同一の法律によって施行され，地主による小作地取撲しの禁比，小作料規制，転貸制限が行

なわれている。土地改革前後の又小作地と分益小作地の全耕地面積にしめる比重の変化は第21表

のとおりで，又小作地は転貸制限の影響で大幅に減少しているが，分益小作にはなんの規定もな

いので，その面積は土地改革前対比で7％のわずかな減少にとどまっている。西ベソガールでは

ザミーンダ～リー廃止法に先立ってすでに1950年に分益小作規翻法（West　Bengal　Bargadars

Act，1950）が実施されたが，その内容は小作料規制，地主の土地取炭しの制限，紛争処理に関す

るもので，土地購入権の規定がないことはいうまでもない。そしてその実績調査の報告によれば，

法律施行後10年を経過した段階においてもなお生産費の分担と生産物分割の旧来の方法はほとん

ど変わっておらず，多くの場合分益小作農が生産費を分担しても粗生産物中の取得分は50％にす

ぎない。分益小作地の取戻しも45％以上の面積について1953年以降1961年までに最低1園は分

益小作農の入れ換えが行なわれており，小作地取戻しの規制も効力を発揮していないのである（9）。

第22表は1940年以降の耕地面積にしめる分益小作地の比率を示しているが，独立後の土地改革に
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もかかわらず，この州の分益小作問題はむしろ大きくなっていると考えられる。

　またラージャスターンの実態調査によれば，中間介在者制度の廃止によっても改革利益を亨受

できなかった旧中間介在者の自耕地の小作農や又小作農は，小作立法（Rajasthan　Tenancy　Act，

1955）によって所有権（Kkatedari）を購入する権利を与えられているが，それを行使したのは

わずか12．4％にすぎず，その理由は小作法の存在を知らない（35．2％），地主の圧力（26．7％），

資金不足（20．5％），その他となっており（lo），小作立法の実際の効力の程度を典型的に示して

いる。現行小作法の要が依然として1885年小作法（Bihar　Tenancy　Act，1885）によっているビ

ハールの小作農については改めて述べるまでもないだろう。

　　　　　〔2〕　小作翻度の質的変化

　インド農業における小作制度の比重は土地改革の薩接的，間接的影響を反映して全般的に低下

している事実は否定できないが，その経過はかならずしも「土地を現実の耕作者に」与える政策

則1勺に沿ったものではなかった。その結果，土地改革後の小作制度にはたんなる数値では表現さ

れない重要な問題が内包されることとなった。すなわち，小作関係の自己耕作への偽装と小作綱

度全体の分益小作形態への傾斜である。

　土地改革の進行に伴って中間介在者や地主による小作地取戻しが大規模に起こり，農業不安を

翻出していることはインド政脂も認める周知の事実であるが（ll），小作地取戻し自体はむしろ一蒔

的な現象であって，改革法施行後年月を経るにつれて徐々に影をひそめている。小作立法の主要

な目的が耕作権を安定させ，同時に小作料を削減することによって農業生産の効率化をはかるこ

とにあるとすれば，むしろより重要かつ深刻な問題は小作地を取立てた地主が実際には小作関係

を続けているにもかかわらず，小作立法の適用を回避するために自己耕作に偽装し隠蔽している

ことである。この「非公式小作」（informal　tellancyあるいはunderground，　dlsgulsed，　concealed

の形容詞が付される）のもとでは土地はほとんどが分益小作形態で耕作されているが，地租台帳

には雇用労働老による自己耕作と記録されているために，小作農は小作立法の保護をうけること

はできず，従来にも増して不安定かつ劣悪な条件におかれている（12）。　もちろんこのような非公

式小作制度の規模を正確につかむことは不可能であるが，S．　C．　GUptaは｛日中間介在者や地主の

自己耕作地面積の少なくとも20％が非公式小作制度下にあるとして総耕地面積の36．0％が・」・作地

であると推定し，B．　Chatterjiによれぽ非公式小作も含めた小作地は35～40％，K．　N．　Rajは最

低50％とみている（13）。また第23表は1961年センサス（家計経済表）に基づいて小作農家に対する

非耕作地主の比率を算出したものであるが，非公式小作制度がかなり全国的に広がって存在する

ことを示す間接的な指標となるだろう。すなわち，本来小作農に対する非耕作地主の比率と小作

翻度の性格との間にはなんの相関関係も成立するものではないが，全国抽出調査（第8ラウンド）

によれば土地所有者（占有小作農も含む）の貸付地の50％は1エーヵ一未満の規模で，60％が5

エーヵ一未満，70％が10エ～ヵ一未満の規模に属し，20エーヵ一以上の規模はわずかに20％にす

ぎず，非耕作地主はかならずしも大土地所有者とはかぎらず（14），反対に借地の規模別分布は20
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＝一カー以上の規模が40％，10エ　一一カー以上が60％，5エーカー以上が全体の80％で，逆の傾向

を示している（15）。　したがって，第23表のように全圏平均で小作農に対する非耕作地主の比率が

24％弱でしかないことは，所有地耕作ないし自己耕作農家にかなりの規模で非耕作地主が含まれ

ていると考えなければならない。とくにビハール，ケーララでは小作農の比率はかなり高いにも

かかわらず，非耕作地主はゼ堪こ近い数値となっており，程度の差はあれ，同様の傾向はグジャ

ラートの旧ボソベイ地方，旧ヵッチ地方，マハーラーシュトラの旧ボソベイ地方，マドラース，

マイソールの旧マドラース地方にも顕著で，かなりの規模で非公式小作が行なわれていると推定

されよう。

　つぎに小作制度の全般的な質的変化についてであるが，まず第24表によって1953－54年度から

1959－60年度までの小作翻度の内部構造の変化を検討してみよう。間表の基礎としたデ～タは全

國抽出調査なので，非占有小作形態のみの構成比であるが，公式。非公式契約による分益小作の

しめる比率は家計数で27．93％から43．94％，面積についても同様に36．56％から42．94％へと顕老

な増加を示しているのである。さらに土地改革後の1961年センサスにおける小作形態別の農家分

布を州捌で表示するならぽ第25表のとおりで，まず注昌されるのは小作農全体にしめる永代的，

世襲的占有権を有する上層小作農は4．65％とわずかな比率になっていることで，この層の空白は

中間介在者制度の廃止によって上層小作農の大部分が土地所有者ないしそれに準ずる地位に転化

していることをはっきりと立証している。ところで，分益小作農についてみると，小作権を保証

されていないものだけの比率はil．43％であるが，一般・封乍農の扱いをうけている分益小作農も

加えるならば全体の55．10％にも及んでいる。この数値は1953－54年度の非占有小作農だけにし

める厳密な意味での分益小作農の比率はいうまでもなく，事実上の分益小作農をもはるかに凌ぐ

はずのものである⑯。そして第25表の又小作関係以下の小作農はもろん，定額金納，定額物納

の小作形態にも部分的に事実上の分益小作農が含まれているはずなので，小作農全体にしめる分

益小作農が大幅に増加していることは覆いがたい事実である。州甥でとくに著しいのは，又小作

関係以下の小作農も含めると，ほとんど全体をしめる西ベンガール，ウッタル・プラデーシュの

ほか，デリー80．25％，ア～ンドラ・プラデーシ＝・．　72．82％o，ラージャスターン69．8i％，パンジ

ャーブ67．08％，マディヤ・プラデーシ＝66．12％，ビハール59．22％，アッサーム54．49％などで

ある。

　一般に分益小作農はインドの農民層のなかでは農業労働者についで，あるいは階層としては実

質的に分かちがたいほどに，被輝圧的な条件下におかれ，耕作権もきわめて不安定でウッタル・

プラデーシュ，西ベソガール，アッサームなどいくつかの州では小作権さえも奪われており，小

作料負担も粗生産物の壱以上の定率分割方式が支配的である。それだけに，小作制度の全体的な

分益小作形態への偏碕はインドの小作問題の特殊性を示すだけでなく，農業生産にとっても重大

な阻害作月ヨをもたらしている。たしかに，土地改革の結果，全圏平均で耕地鑛積全体にしめる小

作地の比重は低下し，1961年センサスによれぽ，純小作地4．22％，混合小作地18．19％で，合

計22．41傷となっている。しかし，岡じデータに基づいて，小作地比率を農業生産と関連づけて
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考えるために，インド膿業の技術装備のうちでもっとも重要な要霞をなす灌慨が一定水準以上施

゜こされで℃・る地域に限定℃℃箕出するど第26表のとおりで，灌概普及地城においては35．3％（純

小作地6．8％，’混合小作地28∵5％），多雨地域では27。6％（純小作地5．9％，混舎小作ILt　21　．7％）と

なり，耕地面積全体に対する比率よりも高いのである。とくに高率を示している弼は，灌概普及

地域についてはケーララ84．4％（純小作地50．1％），パンジャーブ54．0％（混合小作地46．5％），

マドラース47。7％（純小作地21．1％），ジャンムー・カシミール44．5％（混合小作地42．7％）で，

多雨地域についてはケーララ54．9％（純小作地34．1％），マイソール50．3％（純小作地22．3％），

ジャンムー°カシミール44．7％（混合小作地27．6％），アッサーム37．2％（混合小作地21．4％），

西ンベか・レ35・8％（混創’作地25・3％）・、パンヤ野ブ33・9％（混創・作地21・4％）・tf　－N　一一ル

30．8％（混合小作地27．2％）などである。したがって，さきに指摘した州別の小作形態の特微か

らすれば，ケーララはもちろん，パンジャーブ，ビハール，西ベンガール，アッサームの諸州で

はたんに小作制度の比重が大きいだけでなく，小作間題の性質も一屡深刻であるといえよう。
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　　　　¢ノプfects　げland　reforniS，　pp．　111－115．

（1D　　GQvt．　of　Ihd玉a，　Planning　Comm玉sslon，汐bttrth　Five　Year　Plan；a　dナaft　outline，　Delhi，1966，

　　　　PP．129－130．

（i2）Govt，　oHndia，　Census　of　lndia，196ヱ，　Yol．考lndia；Part　Xl－A〈i）：Land　teMereS　in　lndia，

　　　New　Delhi，1966，　p．ix．このことは次章で考察する農業労働者の性格によっても裏づけられている。な

　　おWolf　Ladejinskyはビ・・一ルのShahabad地区，アーンドラ。プラデーシェのWest　Godavary地

　　区，マドラースのTanjore地区の実態を克隙ご報告している。（Wolf　Lade伽sky，　A　5如のon　tenttrial

　　　conditions　in　Pachage　Pist「icts，　New　I）elhi，1966）
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（13）　Sulekh　C．　Gupta，1ndidS　agrarian　structure；astudy　in　its　evolntion，　New　Delhi，1966，　PP．60

　　　－63；K，N．　Raj，‘‘Development　and　economie　policy－1；solne　current　hypotheses”，　Mainstream，

　　　Oct．10，1964，　pp、　ll－12；Boudhayan　Chatterji，‘‘lnd三an‘capitalism”，　SeMinar，　No．81；May

　　　　1966，　p．　20．

（14）　Govt．　of　India，　National　Sample　SμrveV，8th　roμnd，　No．ヱ0；Firs舌report　on　land　itoldings（rural

　　　sector），　Delhi，1958，　P．23（Table　5．5）

（15）　Govt．　Qf　India，　National　Sampte　Survery，　No．30：Report　on　land　holdings　（2）；OPerational

　　　holdings　in　rural　India，　Delhi，1960，　P．2Q（Table　5．5）

（16）A．K．　Sen，　T．　C．　Varghese両教授の推定では非公式契約の小作形態もすべて分益小作であり，さらに

　　公式契約の定額金納小作を除くすべての形態が分益小作である可能性もある。（A．K．　Sen　and　T．　C．

　　Varghese，“Tenancy　and　resource　a110¢at呈on”，　Seminar，　No．81；May　1966，　p．30．）

　　　第5章　土地保有の制限措置と農業経営の性格

　　　　　〔1〕経営の規模別分布構造の変化

　中間介在老制度の廃比と小作欄度の改革はすでに法的に小作権を主張しえた農民への土地所有

権の移転と耕作権の安定化を企図したものであって，それ自体では耕地保有の分布構造や経営形

態に直接的な影響を及ぼすものではない（1）。1951年から1953－54年度までの短期間ではあるが，

全国について経営規模別分布の変化を示すと第27表のとおりである。この時期に既有地に対して

最高限度を課したのはジャソムー・カシミール（1950年）だけなので，大体1950年代初頭の中間

介在者制度の廃止と小作舗度の改革が耕地保有の規模別分布構造に与えたインパクトを反映する

ものと考えてよいが，その変化の度合は概して小さい。全体的な傾向として指摘しうることは，

10エーヵ一未満の規模で家計数は増加しているが，それ以上では反対に減少し，一方経営面積は

7．5　＝一ヵ一未満で減少し，それ以上の規模ではふえていることである。また25エーヵ一以上の

層については減少傾向にあるとはいえ，ごくわずかな変化にすぎない。このことは7．5～10エー

ヵ一を境にして上層は経営規模を拡大強化しているが，逆に下層の経営規模はますます零細化し

ていることを意昧する。したがって，25エーカー以上の規模で4％の農家が面積全体の33％をし

め，一方では70％の農家が5・＝一ヵ一未満の経営規模にあって，全体で保有する面積はわずか17

％という極端な不均等が存続していたのである。

　このような分布欝造は中間介在者制度の廃血と小作制度の改革の限界を如実に物語っており，

同時に技術水準がきわめて低いイソド農業における大規模の耕地保有は，自作農経営とは性格を

異にする経営形態の存在をも推測せしめるものである。すでに1949年の国民会議派農業改革委員

会の勧告のなかで原則的に承認されていた土地保有の制限，とりわけ既有地に対する最高限度の

設定措置の実施が第2次5ヵ年計画でふたたび強調され，ようやく具体的な指針が提示された背

景には上述のような改革実績への反省があったのである②Qそしてこの措置にこそ「±地を現実

の耕作者に」与えて農民的土地所有を確立するという，政府の公書する土地改革の主醤標の成否

がかかっていたのである。政府が収溺した過剃地（surplus　land）の再分配を想定されていたの
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は分益小作農を含む零細小作農や農業勢働者で，それまでの土地改革の利益から排除されていた

最下層の耕作農母なのであった。

　ところで，土地録有の1繍恨措置には既禽地に対する綱限のほかに将来の追加取得の翻限も含ま

れるが，後者の措置は現実の土地所有関係の改変とはならず，むしろ旧中間介在者の自耕地や地

主の瘍己耕作として一定限度鴻で小作地取戻しを合法化することになったことはすでに指摘した

とおりである。しかし，既有地の制限による過剰地の有償収用という措置は，土地保有の法的形

態のいかんに関係なく大土地保有のすべてに影響をもたらす性質の改革であるために，それまで

の±地改革によって土地所有者ないしそれに準ずる地位に上昇転化した小作農も含めて大土地保

有の地主・富農層から強い抵抗があり，各州で立法化され実施に移されるまでには立法内容の骨

抜きと実施のサボタージュなど多くの曲折を経ている（3）。そのため，195G年代末までに実施を完

了した州はジャンムー・ヵシミー一ル（1950年），パンジャーブ（PEPSUを含めて1955年），西ベ

ンガール（1955年），アッサーム　（1958年）の4州にすぎず，他の州はようやく1960年代に入っ

てから立法化を終えている。そして第28表からも分かるように，翻限水準も適用基準も立法化が

後れるにしたがって緩和されている。

　第3次5ヵ年計画末までに既有地に対する最高限慶の設定措置によって政府が過剰地に指定し

たか，あるいは収用した土地の面積はわずかに214万工一ヵ一で，その州甥内訳は西ベソが一ル

77万6500エ　一力～，ジャソムー・カシミール45万工～カー，パンジャーブ3611i85eOエ　・一カー，ウ

ッタル・プラデーシz．　22万2700m一カー，マハーラーシュトラ16万2500エーカー，マディヤ・プ

ラデーシュ6万7100エーカ～，グジャラート3万8800エーカー，アーンドラ・プラデーシュ3万

4000エーヵ一，マドラース2万0200エーヵ一と推定されている（4）。今後その他の州について実施

されたとしても，第28表に示すような立法内容では大量の過剰地の収用と再分配を期待すること

はできない。したがって，土地保有の制限措置の受益層となるはずであった零細規模農民や農業

労働者は，ガーンデイー主義的方法によって土地問題を解決しようとする土地寄進運動（Bhudan，

Gramdan）の再分配地83万工一カー（5）および政府地への入植を掬えたとしても，「土地を現実の耕

作者に」の政策効果に浴することはできなかったのである。

　土地保有の制限描置が農業構造にもたらした影響は，むしろ大土地保有者が改革を予測して行

なった測避行為によるもので，なかでも制限法施行静こ土地の売却・護渡が大規模に行なわれた

結果，耕地保有の規模別分布構造にeJ・一定の変化があらわれている（6）。すなわち，第29表をみる

と，1950年代前半にはわずかな減少でしかなかった25エーヵ一似上の規模は1950年代後半に至っ

てかなりはっきりした変化をみせており，とくに50エ～ヵ一以上の規模の減少傾向は著しい。こ

の表だけでインドにおける農罠層分解の性格を云々することは不可能で，インド農業の地域差を

ふまえた経済分折を待たねばならないことはいうまでもないが，全体的な特微で注蟹されるのは，

5エーヵ一未満の規模は1950年代初頭と同様にさらに増加し，他方5エーヵ一以上25　n－一一ヵ一未

満の規模は家計数は減少しているにもかかわらず，経営面積はふえていることである。したがっ

て，5エーカー未満の規模については，土地改草の影響のみでなく，農村の相対的過剰人口と大
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家族制度の崩壊過程のなかで，最下層の耕作農民は農業部門以外への就業による脱農の道はもち

ろんのこと，すでに大規模に農業労働老を容するインド農業においては土地なき農業労働者への

直接的な転化さえも擁えられて，農業労働者としての性格を強めながらもなお零細規模の土地に

すがりついて滞留しているものと考えられ，こうした人q圧力に対しては耕地の細分化禁止の立

法がまったく効力をもちえないことも明らかである。一方5＝一ヵ一以上25＝　一一ヵ～未満の層は

ますます経営規模の拡大傾向を明確にしており，土地改革の直接約ないし問接的な受益層の多く

がこの層に含まれていると思われる。

　ところで，イソド農業においてはふつうの規模の家族（約5入）が最少限2蝋の役牛（すなわ

ち鋤1台）を使用して耕作し，岡時に適正な生活水準を保証する規模の保有地が「経済的保有地」

（economic　holding）あるいは「家族的繰有地」　（family　holding）とされている（？）。この鋤（2

頭の役牛）一作業（家族労働）一厭得（年聞純収入1200ルピー）の3単位を基準としたA．M．

Khusroの推計によれぽ，全国平均の経済的保有地規模は10～15エーヵ一である（s＞。　とすれぽ，

土地改革後もなお80～90％の土地保有農民が経済的規模に満たず，その面積は全体の40～50％に

すぎない。経済的保有地を5…一一ヵ～とすることは，たとえ1950年代以降の生産性の伸びを考慮

しても多くの州については妥当しないと思われるが，それでもなお60％の農家が非経済的簾有地

規模に属し，そのしめる面積は20％である。しかしこのことは裏返して純粋に技術的側面として

みれば，耕地面積の大部分が経済的保有地以上の規模にあることを意味し，経営規模の零縞性か

ら生ずる問題は小さいはずである。事実，1950年代の農業生産の成長は主として大半がこの層の

貢献によるものであった。たとえば，K．　N，　Rajの推計によれぱ，1949－50年度ら1958－59年度

までの農業所得の増掬分は総額170総ルピーであったが，その35．3％をしめる60濾ルビ～以上が

農村人口の3％にすぎない高所得者屡（30．Oエーヵ一以上の規模の経営地保有者層）によるもの

であった。（9＞S．C．　GUptaはさらに10．0エーカー以上の規模の農民でこの増加分のほとんど

全部がしめられているとしている（10）。またG，RoseRの推計では，1950－51年度から1960－61

年度までの間に農業所得は実質で（1948－49年度価格）434億ルピーから5911億ルビ～に36％伸

びているが，15エーカー未満の層は270隠ルピーから351億ルピーに30％，15エーカー以上の規模

は164億ルピーから240億ルピーへと46％増加している（11）。もちろん，政麿の農業蘭発計画が農民

層ごとのこうした不均等な発展の一圏をなしていることは多くの調査で明らかにされており，村

落開発および普及事業に関する政府調査団も，土地保有規模と農業閥発諸施策の受益者比率には

直接の桐関関係があり，改良種子供給計画の受益者の割合は大規模土地保有者が66％，中規模保

有者46％，小規模保有者22％となっており，同様の事実は肥料，改良農法，殺虫剤の獣画にっい

てもみられること，さらに小作農は受益老比率がもっとも低く，したがって富める農民ほど農業

踊発の受益率が高くなっていることを報告している（12）。

　一方，圧倒的多数をしめる農民の零細規模撮有地を自主性に基づいてプールし協陶経営を確立

して生産力阻害要因を除玄せんとする臨民会議派の当初の政策方針はまったくの砂上楼閣でしか

なく，農業生産にほとんどみるべきインパクトをもたらしえなかったことはすでに過去の協同組
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合運動の実績の示すところであり（13），もはや政府および麟民会議派にはこれらの農民を農業増

産の軌道に乗せて自立的園民経済の建設に動員しうる構造政策推進の能力は存在しないといえよ

う。第3次5力年計颪末期の食糧危機に集中的に表現される農業生産の不振と経済全体の停滞な

いし後退に直面して，インド政府が次期の第4次5ヵ年計画における農業開発最優先の資金配

分を決定するとともに，土地改革を実質的に凍結して，集約的農業地域計画（いわゆるPackage

District　Programme）の拡充を中核とした生産力重点主義の「新戦略」を打串したのはむしろ

当然の成行きであった（1・t）。

　こうした農業政策の新たな展開が農民層，地域間の不均等な発展を一層強化しつつも，農業生

産力の向上に一定の効果を生み出すであろうことは否定できないが，それがどれだけの広がりと

深さを備えた生産力の解放となりうるかは，上述の経営規模の問題だけでなく，その政策に応え

るべき農民層の性格にも規定されるであろう。

　　　　　〔2〕　農業経営の労働力構成

　さて独立後のイソドの土地改革と農業構造の変化に関するこれまでの考察で明らかとなる問題

点ぱ，土地所有構造においては小作制度の比重の顕著な低下に並行して所聡地比率は増加してい

るにもかかわらず，耕地保有の規模別分布の変化は比較的少なく，改革後もなお高度の土地集中

が存続していることである。そしてその問題の核心は土地改革に伴う所衡権の移転の性格からも

分かるように，農民的土地所有に基づく小農経営だけでなく，それとはまったく異質で，土地の

所有と耕作が完全に分離した，主として雇用労働による経営形態をも包含するr所有地耕作」な

いし「自己耕作」の特殊概念にあり，土地改革後の耕地保有の規模別分布を耕作者の土地に対す

る権利内容別で示した第30表はこのことをはっきり裏づけている㈲。したがって，「土地を現実

の耕作者に」与えることによって農民的土地所有を確立することをうたった土地改革の廼標に照

すだけでなく，土地改革後のインドの農業問題を解F7］するためにも，自己耕作の同一範嬉に含ま

れている2つの経営形態を峻捌して分析する必要があるが，この点に関するデータは乏しく，若

干地域の実態調査や間接的な資料を利用しうるにすぎない。

　まず第31表ぱ西ベンガール8地区における経営形態別の耕地面積の分布を示したものである

が，294◎年から1961年の約20年間に家族労働力による経営の比重はむしろ低下し，分益小作およ

び雇農経営が増加している。したがって，独立後の土地改革によって，重層化した土地贋有関係

のなかで上層の中間搾取層は排除され，土地の所有と耕作の分離の距離は縮少されたが，それで

もなお農民的土地所有が支配的な比重をしめるには至っていないのであるoそして分益小作農と

農業労薪を受益層から閉め出している同州の現行土地収革法では農民的土地所有の確立は不可能

であるといえるだろう。しかしながら，西ベソガールのこうした実情を他の州にそのまま一般化

することは許されない。たとえば，ウソタル・プラデーシュでは第32表のように土地改革前後で

雇農経鴬は減少し，分益小作および家族経営は増加している。そしてザミーンダーリー廃止によ

ってこの家族経営においては所禽権と耕作権の一致が完成されているのである。ただ，両州にお

いて共通に指摘しうる事実は，土地改革によっても農業経営の労働力構成自体は霞作農へと大き

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i11



な変化をみせていないことで，これはすでに述べたような土地保有の制限措置の実績からすれば，

他の州についても大旨同様であると思われる。

　1961年センサスによれぽ，農業労働者の総数は3148万人で，耕作者9951万入と合計した農業就

業人m全体の約25％をしめている（16）。そして農業経営の労働力構成にしめる農業労働者の比率は

第33表のとおりである。．この表でまず注目されるのは全国平均で労働力構成にしめる雇用労働者

は14．15％であるが，州別にみるとかなり大きな格差を呈しており，さらに経営規模励では15エ

ー
ヵ一を境にして規模の拡大につれてその比率も上昇していることで，ウッタル・プラデーシ＝，

マディヤ・プラデーシュ，アーソドラ・プラデーシ＝，オリッサの諸弼では50エーヵ一以上の規

模でほぼ50％に近ずき，あるいはそれをこえている。さらに西ベソガールでは30エーカー以上，

ビハールでは15エーヵ一以上，そしてケーララ，マドラースでは5エーヵ一以上の規模で雇用労

働者の比率が家族労働力に近接ないし凌駕している。このことは，ウッタル・プラデ～シュにつ

いての第32蓑からも明らかなように，経営規模の拡大とともに雇農経営の比重が高まっているこ

とを間接的に示している。しかし他方，農業労働老のみの経営規模別分布を検討してみると，そ

の大半が15エーヵ一未満の規模に集中して全体の約70％，5エーヵ一未満の磨だけで34％に達し

ていることも特徴的で，この傾向は上述の労働力構成で雇用労働力の比率が比較的高い州でとく

に著しくなっている。これは雇農経営もしくは家族外労働力の採用がたんに大規模の耕地保有だ

けでなく，全規模にわたって混在していることを反映しており，明らかに相対的過剃人口に規定

された雇農経営の性格の一端をも示すものである。なお，パンジャーブ，ラージャスターン，マ

ディヤ・プラデーシ＝，グジャラート，マハーラーシュトラ，アーンドラ・プラデーシュの諸州

では反対t：15エ　一カー以上の規模に農業労働者が集中しているが，これらの州の土地改革の実綾

からも推定されるように，旧中間介在者やもとの大地主が麗農経営に転化しているものと考えら

れよう。

　そこで問題となるのは，まさにこの農業労働者の性格であるが，第1次および2次の農業労働調

査の結果をまとめた第34表をみれば，イソド農業における賃労働が一面では半失業閥題であるの

と同時に，いかに前近代的要素を強く帯びた搾取関係であるかが明白となるだろう。まず農業労

働者全体の40％以上が土地を所有しており，年間の農業労働就業日は平均して190日前後，とく

に農業労働者の70％以上をしめる臨時雇農（casual　labourer）は170日弱にしかすぎない。その賃

金水準は極度に低く，支払い形態も30％以上が現物である。負債家計は全体の50％をこえ，負債

額も年間収入の約葦に達している。こうした実態にはいうまでもなく農村における労働力の需給

関係以外の要因も強く作用しているはずである。ここで用いた2つの農業労働調査は概念規定が

若干異なるので，この表だけで農業労働者の近代的プロレタリアートへの純化いかんを論ずるの

は早計であるがα7），着欝すべき変化の特徴は，一方では土地なき農業労働者の比重がふえている

にもかかわらず，他方では常時雇農（attached　labourer）が増力nし，賃金形態もむしろ現物が多

くなっていることである。これはすでに検討したように中聞介在者や大地主が自己耕作のために

小作盤を追立てて耕作地主化したことに起囲するものと考えられ（18），　しかもこの常時麗農は雇
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用主からの住艦やその他土地の分与や負債，伝統的社会制度（とくにヵ一スト制度）などの規綱

によって多くの場合完全に自由な賃労働とは性格を異にしているのである（19）。農業労働者だけで

なく，独立後のイ’／1　b“農村の階級麗係にはなお前近代的要素が根強く残存していることは，いさ

さかデータは古くなるが，第35表のように階級関係とヵ一スト階層に一定の相関関係があること

からも十分推測されよう。とくに分益小作農，農業労働者に関するかぎり土地改革による農民層

階梯の上昇の道は閉されているので，今日もなおヒンドウー農業労働者の約85％，分益小作農の

75％が下層ないし指定ヵ一ストの農民でしめられていると考えられる（2e）。

　かくて，イソド農業における大規模耕地保有には，自己耕作ないし所有地耕作の範疇では把握

しえない生産関係が内在し，とくに誌節第29表の規模別分布購造においてかなりはっきりした断

層を黒している20～25　Pt　一一ヵ一層を境にして規模が大きくなるにしたがって，依然として前近代

的性格を払拭しきれず，むしろそれを再生産しつつ搾取関係を強化している雇農経営の比重がか

なり高くなっているものと思われる。こうした生産関係が直接的，間接的にイソド農業の技術水

準を規定し，生産力解放の足枷になっていることは否定できない。全国抽出調査第16ラウンドに

よれば，全保有規模の1区画平均面積は1．14・n　一カーにすぎず，20エーヵ一以上25　＝一ヵ一未満

では2．55エ～カーe25～30エーカー規模で3．21エーカー，30～50エーカー規模で4．12エーカー，

50＝一ヵ～以上の規模でようやく8．06エーヵ一である事実からも明らかなように（21），保膚地紹

分化の問題は是正されておらず，大規模の耕地保有はかならずしも大規模経営でないことは，上

述の生産関係と無関係ではない。また農業労働者の広汎な存在それ自体も一般的には農業生産の

技術装備改善の阻止作用をもたらしており，またこの経営規模層はなお度々同時に流通・信用部

門における商人・高利貸しの機能をも具備しているのである（22）。したがって，投資余力，融資

儒用度，農業開発計画諸施策の利用など農業経営についてあらゆる点で小農経営よりもはるかに

有利な条件にあるにもかかわらず，この層はエーヵ一当たりの生産性でかならずしも優位に立っ

ていないのは，大規模経営の粗放性という一般命題に帰すべき以前の問題であるといえよう（23）。

とはいっても，こうした雇農経営のおかれている客観的条件は法律的にも経済的にみてもかつて

の中間介在者や寄生地主，そして土地改革後もなお所有地を分益小作農に委ねている非耕作地主

のそれとはかならずしも同一ではないのである。1965年にイソド政府が打出した農政転換は，農

業増産と食糧自給という至上命令のもとに，経営形態に係りなく，既存の自営農民や土地改革に

よって上昇してきた旧上層小作農や耕作地主化した旧中間介在素・地主などからなる富農層の農

業経営を強化し，国民会議派政権による上からの土地改革の実績を最終的にインド農業に定着さ

せようとするものであoた。すでにその効果は農業生産にあらわれはじめているようであるが，

それは地域的にも農民層としても限定されたものとならざるをえないのである⑳。そして他方で

は細零規模の耕作農民，分益小作農，農業労働者など貧農層に対する階級矛麿はますます激化し，

とくに階級対立の深刻な地域では，たとえぽ西ベンガールではダ～ジリγ地区　（ナクサルバリ

ー一）において1967年春から夏にかけて数ヵ月続いた農民蜂起，マドラースでは同年10月のタγジ

ョール地区（マソナルグディ）における農民闘争などのように尖鋭化した形態をとって展開して
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いる。しかもこれら近年の農民闘争の基盤は独立当初ま％1の農民運動ゐ主だる推進基盤であった

上層小作農ではなく，土地改革からも農業開発計画からも排除され；むしろより　－wa苛酷な搾取

関係の重圧をうけている最下層の分益小作農や農業労働者であることにも注呂しておかなけれぽ

ならないo　　・　　　　　　　　　　・　　　　　’、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（1968．9．．10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔注〕
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　　　FOttrth輝”θYear　Plan；adアaSt　oμtline，　pp．135－144）

（14）第3次5力年計画末期の農政転換についてはGGvt．　of　India，　Ministry　of　Food　and　Agriculture，

　　　Reorie？ztation（’f　Pr◎gra”t？nes（）f　agriculturαl　Productia？t，　Delhi，1965；－dQ－，　APProach　to　agr－

　　　icultttral　devele勿ment　in　the　Fourtiz　Five　Year　Plan，　Delhi，1966；Plannlng　Commission，　Four－

　　　th」Five　y加7　Plan；advaft　Otttlineを参照。　　　　　　　　　　　’

（15）純小作は平均規模4．28エーカー，大部分が15＝一力・一末満の層に集中しているが，混合小作はその比震

　　　の高いパンジャーブ，ジャンムー・カシミール，マイソールなどでは借地によって経営を拡大した層が

　　　存在する。　（P．S．Sharma，“A　study　of　the　structural　and　tenurial　aspects　of　rurai　economy

　　　in　the　l玉ght　of　1961　census；’1短む僻ノ∂z〃πoZ　of　Agrictcltural　Economics，　VQI．　XX，　No．4；

　　　　Oct，／Dec．　1965，　pp．　56－60　（TableVI）

（16）なお，若干慨念規定の変化はあるが，1951年センサスデータとの比較でex　2751万人から3148万人への

　　　14。44％の増加率であるが，耕作者の神び42。58％に圭ヒベてはるかに低く、したがって耕作者100人に翁す

　　　る農業労働者数も39人から32人に減っている，（Govt．　of　India，　Census　of　ln　lia，1961；paper　no．

　　　　1　0f　j〔962，　1）elhi，　1962，　pp．　438－一一439）

（17）第1次および2次の農業労働調査では「農業労働巻」の定義が雇用概念から所得概念に変わっているた

　　　め，厳密な比較は不可能である。この点についてはV・K．R・V・Rao　ed．，　AgricscltUral　labOttr　in

　　　India，　Bombay，1962を参照。

（18）Govt．　of　lndia，　Mlnistry　ef　Labour　and　Employment，　Agricultu？’at　labozar　in　lndia；report　on

the　Seeond　Enqttiγy，　Vo彦．1：All－lndia，　Simla，1960，　p．62．

（王g）　Sulekh　C．　Gupta，　India’s　agrariatz　structtere；astudy∫πevolutien，　pp．76－78；Daniel　and　Alice

　　　Thorner，　oρ．　cit．，　PP，21－38．なおK．　N．　Ra｝は常晦薩農のこうした増編は土地改革に伴う分益小

　　　作農の農業労働者への偽装であるとしている。（K．N．　Raj，　lndian　econOnliC　growth；Performance

　　　and　ProsPects，　Delhi，1965，　p．　ll）こうした現象はもちろん前章で指摘した非公式小作の裏面である。
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（20）　とはいっても，農村における土地所有関係ないし階級関係をヵ一スト網度に還元して説明する論理と

　　　は無縁であることはいうまでもない。むしろこうした事実にこそ土地改革のもつ社会的，政治約意味が

　　　端的に表現されているのであるoこの点をウッタル。プラデーシュの農村社会の実態によって薦しく指

摘したものに　Balili．　Singh，　Next　steP　in　village　India；a　study　げ　land 　γe∫oγ？ns ⑳td　g70砂

　　　dynamics（とくに第1～3章）がある。

（21）　Govt．　of　lnd三a，　National　SamPle　Sttrvey，16th　round（ノ諺砂ヱ960一ノbeneヱ96ヱ）No．1ヱ3；Tables

　　　with　notes　on　agric鐸ltural　kotdings　in　rttral　India，　1）elhi，　1967，　p．　22　（Table　5）

（22）たとえば，間接的指標であるが，イソド準備銀行の臼961－62年度全国農村負債・投資調査」によれば，

　　　雰農業部門の審業に資金投下（現金支禺のみ）を行なつている耕作農家は金体の5．4％，その総支出額は

　　　全農村家計のそれの71．7％であるが，全耕作農家の17．160　et当たる上位1万ルピー以上の固定資産を有

　　　する富農が総支幽額の66．0％，5000ルピー以上の35．7％の農家が82．4％をしめている。（Reserve　Bank

　　　of　India，‘‘All護且dia　rura王debt　and　investment　survey，　1961－62”，　Reserve　βα痂　（ゾfndia

　　　Bztlletin，　Vol．　XIX，　No．6；∫une　1965，　p．818，　Table　VII－VIII）一方，全耕作農家のうち負債農家は

　　　66．7％にも達し，借入れ先では擬業兼金貸し業岩が約半分の47．1％，政府および協同組合融資15．4％・

　　　専門金貸業者ユ4．7％，その他となっている。　（ibid．，　Vo1．　XIX，　No．9；Sept，1965，　lp．1297，　Table

　　　豆）

（23）経営規模別の1農家当たり、1エーカー当たりの農業生産物緬額と利潤額についてはA．MKhusro，

　　　“Returns　to　scale　in　Indian　agriculture”，　Indian／burnal　of　AgricμJtttral　EconoMiCS，　Vo｝．　XIX，

　　　No．3－4；July／Dec．1964，　PP．51－80を参照。なお，経営規模と生産性との関連についてはA．　K・

　　　Sen，“Size　of　holdlngs　and　productivity”t　Ecoπo廊o　Weekly，　Vo1．　XIV，　No．5－7；Feb．1962をめ

　　　ぐって同誌上にD．Majumdar（Special　number　1963），R．　Agarwala（Apr．　ll，1964），　K．　Bardhan

　　　（Aug．22，1964）の批判とA．　K．　Senの圓笛（Annual　number，1964；Apy．2，1964）がある。

（24）　D．Thorner，‘‘lndia’s　new　farms（1－IV）’s，　StatesMan（Ca！cutta），　Nov。1－4，1967．
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第1表　中闘介在考鰯度廃比法の実施状況（1956年）（単位：100万工一カー）
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（注）　カ“っこ内は　　％。

（出所）Gr玉gory　Kotovsky，　Agrarian　reforms　in　India，　New　D　elhi，1964，　P．71（Tabie　11）より作

　　　成。

第2蓑　煽ハイデラーバード州ジャーギール地の土地所有講造の変化（蝋位：標準エーカー）
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1，371
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　8．9

　0，4
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（出所）A．M．　Khusro，　Eooηo海oαnd　social　efSgctsげノ’agirdari　abolition　and　land　TeSgyras功

　　　Hyderabad，　Hyderabad，1958，　P．65（Tal）1e　18）
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第3表　ウッタル・プラデージュの土地改革箭あ保有地分類（1951－5を牟兎凌）（単位：エーカー）

保　有鹿形　態 全　村（a）　　　　％・　　　・抽出村（b）　　　　％

1）自　　　耕　　　地

・）漠藷「篇晶抵当地

3）副衝有表，下級所有者

4）永代保有権所持者

5）固定地代小作農
6）アウドの特殊小作農

農

農

農

者

者
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拠
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小

小
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法
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林
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A
　
A
　
A

7
　
8
　
9
　
0
　
1
　
2

　
　

　
　

　
　

1
　
w
t
　
－

7，436．701

　93L232

　67L545

　　2，191

　82L748

　　7，409

12，576，638

18，939，407

　　448，069幽

1，973，923

　736，779

　389，108

16．55

’2．07

1．49

1．83

0．02

27．99

42．15

1．GO

4．39

1．64

0，87

11，089．25

2，119．87

17，900．92

18，473．12

　438．84

2，772∫02

2，043，23

　445．62

一一一
1

20．06

3．83

32．38

33．42

0．79

5．◎工

3．70

0．81

全 体 44，934，750 100．OO 55，282．87 1GO．00

（注）　（a）Annual　U．　P．　land　revenue　administration　rePortより箕出。（b）1948－49～1950－51年

　　　度の3年聞の平均。

（出所）Baljit　S三ngh　and　Shr三dhar　M呈sra，ノ隻studyげland　refoプms　in　UtiaプPradeεh，　Calcu雛a，

　　　1964，　p．26　（Table　No．1）

第4表 ウッタル・プラデーシュの土地改革後の保有地分類（単位：エーカー）

　　保　有1、形1
　

態　　　　金　　村　・ 一　　％　　　　抽　出　村 ％

ブ

シ

ア

一
　　ミ　　ダ　　リ　　ー　　　　　　15，118，697　　　　　　33．28　　　　　　22，599．42

一　ル　ダ　ー　り　一　　　　29，952，635　　　　　65．92　　　　　37，954．03

サ　　　ー　　　ミ　　　ー　　　　　　　　　362，961　　　　　　　　0．80　　　　　　　　　　611，44

金 体 45，434，293 100．00 61，164．89

　　36・95　1

　　62・・5　　1

　　　1・oo　　l
－一一一一一一一 　　　　　　　　　　　樹　－i

10G．OO

1＿＿t＿＿＿＿＿　＿＿＿t＿＿＿＿〒＿＿＿t　．＿＿＿＿　　　　　　　　　　　＿＿＿＿twu＿＿tt　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿門1＿．＿＿＿＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿t＿t＿＿＿＿

　（注）金村および抽出村の面積は1957－58～1950－60年度の平均。州全体の数値は歳入庁（Board　of

　　　Revenue）の地代・保有地登記簿から算出。

　（出所）Ba1舞S三ngh　and　Shridhar　Misra，・4　study〔ゾland　7eforMs　in　Uttar　Pradesit，　P．121

　　　　ぐrable　No．20）

118



第5表　農村家計の職業構成（1950－51年度）　　　（％）

農地所有者　　小窪農

農　業　労　働　着　　　　　非農業就

土地噺有　　　土地なし き
“

体全
失
含
w
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老
考
　

業
業
む

1単純平均
1州加重平均

24．9　　　　　　24．6

22．2　　　　　　27．2

14．0　　　　　　14．8

15．2　　　　　　15．2

28電8　　　　　　　21．7、　　　　’100．◎

30．4　　　　　　20．2　　　　　100．0

（注）金インド27州（再編成前）の抽出調査に基づく。

（出所）　Govt．　of　India，　Ministry　of　Labour，　Rural”tanpower　and　occupational　struciure；report　of

the　First　AgriculturaZ　Labour　Enguiry〔以下RMOSとして引用⊃，　De！hi，1954，　PP．8－9，

　　　　504－505より作成Q

第6表

州　　　　　　所有地

±，地保有の権利内容別耕地面積の分布（195Q－5王年霞）　　（％）
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全　　イ ン ド 56．8　　41．3 1．9

（出所）Govt。　of　lndla，　RMOS，　P・521（ApPendix　VI，　Table　9）より算出。

　　　　　　　　　　　第7衰農村家計の職業構成（1961年）
e

耕　　作 耕作’家内工業兼業　　　　家内工業 その他　　　農村象計合計

8t554，821　　　　　　　　　　　831，ele

　　（62．4）　　　　　　　　　　　　（6．1）

592，40G

　（4．3）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

3翌二：13’1瀦　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

（濫）センサス・データによる20％抽出調査。家内工業は非登録工場のみ。農業労働者は「その他1の項

　　　掻に含まれている。かっこ内は％。

（出所）Govt．　of　India，　Census　of　india，ヱ96ヱ，　Vol．1：India，　part　III：Household　ecenomic

　　　　tables（ii）〔以下C（躍露丁（ii）として引胴〕，　Delhi，1964，　PP．18－19（Table　B－X）
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第8表　土地保有の権利内容溺耕作農家（h）および耕地蕾稜（a）の分布（1961年）（農村地域）（％）
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32．53幽

10．96
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…28｝
ド　　（a）　　　　　　76．86　　　　77．59　　　　　　　7．66 4．22 15．48 18．19

　　　（a）農家については申央政府直轄領が含まれているが，耕地薔積では除外。引用文献の計算上のミス

　　　は原資料によって訂正した。

（出衝）　P．S．　Sharma，‘‘A　study　of　the　structural　and　tenurial　aspects　of　rural　ecQnomy　in　the

　　　　王ight　of　1961　census”，　In　dian　Journal　of・AgricUttural　Econontics〔以下UAEとして引

　　　　用〕，Vol．　XX，　No．4；Oct．／Dec．，1965，　P．49（Tableヨ）

（資料）　Govt．　of　India，　COIHET（i），（ii），　Table　B－XI。

第9表　ウッタル・プラデーシュにおけるザミーンダーリー地の規模別分布（195王一52年度）
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12，309．55（iOO．00）　　　　　　　　　66．94　　　　　　　　　　　　16．331

（注）　抽出81村の調査に基づく。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

（出所）Baljit　Singh　and　Shridhar　Misra，　A　study（ゾland　reforwts　in　Uttar　Pradesh，　pp．28，

　　　　33－34（Table　Nos。2，4，5）より作成。
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第10表　土地保有の権利内容別農家分布（a）　（1961年）

州　　　　　　　所有地耕作者（％）小作農（％）　　非耕作地主（％）　全　　体　（％）
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6，283　（　6．10）

5，028　（15．09）

　　923　（　1．32）

　　565　（　0．65）

8，281　（　8．14）

160．062　（100。◎0）

135，726　（100．OG）

350，353　（100．00）

77，953　（100．00）

11，413（10G．00）
131，144　（100．00）

60，160（100．OG）
王02，975　（100．OG）

134，025　（100．OG）　｝

8G，290　（100．OG）

102，826　（王00．OG）

33，313　（王00．00）

69，774　（100．00）

86，797　（100．00）

101，717　（100．00）

隆　イ ン　　　ド（b）　L203，236（72．37）　370，761（22。30）　　88，671（5．33）　1，662，668（100．00）

（注）（a）1961年センサスの2．5％抽出調査に基づく。部族地域（Tribal　Area）の家計は含まれない。

　　　（b）中央致府直轄頒を含む。

（出所）　Govt．　of　India，　Census　qf　india，1961，　Vol．五India，　Part　X匹∠4（i）：Land　tenures　in

　　　India〔以下CO∬L7Yとして引用〕，　Delhl，1966，　P。　vii（Table　E）より作成。

　　　第11表　所有地耕作農家のk：地に対する権利内容別分布（1961年）　　　　（％）
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府
地
の
不
法
占
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者
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者

暫
定
的
政
蔚
地
占
有
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度
）

非
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ヤ
ト
ワ
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り
ー

（繍
鰹
矯
譲
）

ラ
イ
ヤ
ト
ワ
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り
ー

（搬糠
概
噸
訓
）

ラ
イ
ヤ
ト
ワ
…
り
ー

（議日
鑛
権
）

ラ
イ
ヤ
ト
ワ
ー
り
ー

全

体

領轄府政央中匹ナ

来
　
分
　
類

移

佳

耕

作

者

　ア～ンドラ・プラデーシュ

　ア　　ツ　　サ　　ー　　ム

　ど　　　ハ　　　ー　　　ル

　グ　ジ　ャ　ラ　ー　　ト

　ジャンムー・カシミール
　マディヤ・プラデーシュ
　マ　　ド　　ラ　　ー　　ス

　マハーラーシュ　トラ
　マ　　　イ　　　ソ　　ー　　ル

　オ　　　リ　　　ッ　　　サ

　パ　　ン　ジ　ヤ　ー　ブ

　ラ　ー　ジ　ャ　ス　タ　ーン

　ウッタル・プラデーシュ

　縢　ベ　ン　ガ　ー　ル
　デ　　　　　リ　　　　　ー

　ヒマーチャル・プラデーシュ
1－一一一　一一一一一一一一　一　一一一

1全　イ　ン

1GO．00

100．00

100．00

10G．00

三〇〇．00

1eo．00

100．00

100．00

1GO．00

100．00

100．00

100．00

100．00

100．00

100．00

100。00

85．11

62．83

70．04

68．41

85．46

79．97

92．67

95。85

84．50

99．10

84．10

96．13

98．98

26．61

77．11

37。09

93．72

7．17

27．84

L71

5．24

19，30

4．43

6．54

7．69

59．59

2．02

3。92

3．66

0．30

0．87

0．70

0．ll

王7．45

1．24

1，93

5．50

0．Ol

2．99

0ユ7

0．25

0．96

27．08

0．75

1．31

7．87

1．67

0．60

L57
2．13

LO9
0．90

2．40

0．33

L35

G20
1．34

IO．27

0．37

0．44

0．00

0．66

1。31

1．98

0．09

2．00

0．05

0．11

2．25　－

－　　G．06

－　　1．26

－　　0．77

－　　0．50

－　　0．09

0．34　0．03

－
　　5175

－　　0．22

－　　0．82

－　　0．77

L＿’，＿t＿＿＿一

　（注）’　’

　（出所）

ド　　100．00　　71．00　7．86　　12．77　　　　2．75　　　3．22　　　1．56　　　0．26　0．58

1961年センサスの2．5％抽出調査。部族地域の家計は含まれない。全インドには他の中央政府直轄領

も入っているが，ケーララは燐有制度の特殊性から除外されている。

　Govt．　of　India，　COILTI，　p．　x三i（Table　V．3）
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第12表　土地改革前における1エ・一一カー当たりの小作料（a）

繧竃タ
小　　作　　農　（上癌） 又　小　作　農 1

　平均　　　　最高
Rs．　A．P．　　Rs．　A．　P．

最低
Rs．　A．　P．

ア　ッ　サー　ム　　　5－13－0
　　　　　　　（永代地租査定地域）

瀬ベンガール

ビ　ハ　ー　ル

中　央　　州

3－15－0　　　　8－3－0　　　　　　2－1－0

　　　　　　（Howrah）　　（Bankura）

2－15－9　　　7－8－0

0－15－1◎　　　王一15－3

・ド・一ス｛1‡1（b）

オ　リ　ッ　サ

東パンジャーブ

連　　合　　州

0－8－6

0－7－0

2－12－0　　18～0－0　　　　　－
　　　　　　（Ganjam）　（Sambalpur）

5－8－6　　　　7－1－2　　　　　1－15－0

　　　（Audhの葬占　（Agraの永代
　　　　　有小作農）　保有権所持者）

。諮R盤辮券翰純…1
6－15－0｛　（暫定地租査定地）
11－le－0
　（永代地租査定地）

7－3－0

推計値なし

26－9－－9
（最高額）

8－3－2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
i

雛動の〉須
　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　　1

糧生産物の％

1

生産物の
％～？・懇

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I

粗生藍物の％｛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 i

粗生産鶏《l

＿tttnvun＿＿”t門1t＿｝

（注）（a）1ルピー；16アンナ；64パィサー。（b）ベンガール地租委員会報告（19401P）によればライヤトワ

　　　ーリー灌概地の地租額。ザミーンダ・一・　1）　一小作農の平均負担額は3ルピー14アンナとなっている。

（出所）　Indian　Nat宝onal　Congress，　Report　of　the　Coηぎress　AgrariaηRefortns　Committee，　New

　　　　Delhi，1949，　p．38，

第13表　州別地覆負担率（1959－60年度実績）（単位：ルピー）

州　　　栃繍　　旛鐸
粗生薩物衝額
に対する地租
の比率　（％）

アーンドラ・プラデーシュ

ア

ビ
ボ
ケ

ツ　　サ　　ー　　ム

ノ、

ン ベ

ラ

ル

イ
ラ

マディヤ・プラデーシュ

　マ

1マ

　オ

　ノ雫

ラ
ソ

リ

ド
イ

ツ

ン　　ジ　　ヤ　　ー

ラ　ー　ジ　ャ　スタ　ー

ウッタル・プラデーシュ
酉　　ベ　

　
ン
　

　ガ　　re　 ル

ス

ル

サ

ブ

ン

3．50

4．52

3．6r

L65
2。89

2．40

2．93

L60
1．39

2．55

2，13

4．98

3．88

188．23

370．87

186．83
153．10（b）｛
152．24（e＞

521．56

125．29

338．92

167．41

208．21

175．83

　84．41

199．88

348．84

1．86

1．22

1．93

1．08

1．08

G．55

L92
0．87

0．96

0．67

1．45

2．52

2．49

1．11

・一・一…一一一一國　一幽一…醐一一凹一一…圏…一一一一一一一一一‘一曲…’閲………閲………閲…………“………一…‘…………一……一一一…一一 　　　　　　　一一一一一一…一…一～一一一一一一一一一＿＿＿．．蝋

（注）（a）州内平均価格に基づく1960－61年度数値。（b）グジャラート。（c）マハーラーシュトラ。

（出所）粗生産物価額推計はNational　Council　of　ApPlied　Economic　Research，　Agricultural　incoMe

　　　　by　States，　Z960－6ヱ，　New　Delh三，1963，　P．30（Table　2）。　地租額については1〈edarnath

Pエasad．　The¢C。π・痛CS｛）f　a　backwαγdプegien　in　a　bachward　C燃輸αCαse　s重吻0／Bihar

　　　　in　7elat∫on　te　other　States　げIndia，　Calcutta，　王967，　Vo圭．1，　1）。418　（Tab｝e　No．211）
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第14表　農業・非農業部門間の金融 （単位：ユ00万ル旺8－）

1　9　5　1　－－　5　2 1957－58
総合 農　業 非農業 総・合　　　農　業　　　舞農業

ほ

’5

p
ゐ

53

30

12

24

4
3
ほ

3

99

6
3
2

㈲
成

蓄

資

儀

彰

場

ヲ
貯
投

ぢG
本

’

p
資
間
聞

NN
純

民

民

1
　
2
　
り
δ
　
4

50，226．6　　　49，’526．5　　113，957；3　　　52，828．6

2，275．7

1，949．8（a）

1，421．7

4，654．8

1，162．7

L302．8

12，727．7

7，037．5

L963．7

2，414．5

2，050．8（a）

　716．5・

61，028．7

10，313．2

4，986．7

1，247．2

5．　　民間貯蓄余乗導　（3－4） 388．0 528．1　　　　－140．1　　　　5，073．8 1，334．3 3，739．5

6．政　府　貯　蓄　　2，062．0　　　482．5　　1，440．5　　1，144．2

7．政　斑　投　資　　4，206．0　　　854．0　　3，352．O　IO，764．0

　302．6

L698．0

　84王．6

9，066．0

8．政府貯蓄余剰（6－7）　－2，283．0 一 371．5　　－1，911．5　　－9，619．8　　－1，395．4　　－8，224．4『

9．貯蓄余劉合計（5十8）　－L895，0 156．6　　－2，05L6　　－4，546．0 一 61．1　　－4，484．9

110．政麿消費振当税収（b）

111ゴ疲府硝費
1－一一一一一一一
ミ

112．税収余乗1（10－11）

6，817．0　　　　1，710．5

6，817，0　　　　3，432．4

5，106，5　　　11，455．8　　　3，030．4　　　8，425，4

3，3S4．6　　　1主，455．8　　　　5，310．9　　　　6，1婆4．9

0　　－1，721．9 1，721．9 0　　－2，280．5 2，280，5

ミ

113．　　糸屯　　余　　乗噛　（9－←12）　　－1，895．0　　－1，565．3　　　　－329．7　　－4，δ46，0　　－2，341．6　　－2，2G4．4

｝、4．純対外借入れ　・，895．0　　　　　　　　4，546．0

（漉）（a）農村家計部門の貯蓄。（b）：税収総額と政府綜蓄の差額。すべての薩接税一地租と農業所得税を

　　　　除く一は税収総額に対する審与率瞠応じて非農業（都甫）部門へ配分され，聞接税は農村所得

　　　　と都市所得の間接税負撹推定額を基礎として配分されている。

（証1所）　Un三ted　Nations，　Econom圭c　Comm三ss三〇n　for　Asia　and　the　Far　East，　Eeono7nic　sl‘rueS　of

　　　　Asia　and　the　Far　East，1964，　Bangkok，1965，　P．67（Table且一A－3）より作成。

舞盤5表　　小作立法による土地｝折摘「権の移i転

州 小作農
（1000入）

颪　　積
（1000エ

ー
カー）

グ　ジ　ャ　ラ　ー　ト

マハーラーシュトラ
パ　ン　ジ　ヤ　ー　ブ

マディヤ・プラデーシュ

ウッタル・プラデーシュ

　462

　618

　22
　358

1，500

1，4G8

1，674

　147

2，000・

州　瀦謹薩…
預　ベ　ン　ガ　ー　ル
アーンドラ・プラデーシュ
　（テーランガーナー）
デ　　　　　リ　　　　　ー
ヒマーチャル・プラデーシ
ユ　

ト　．リ　　プ　　ラ

33

29

2荏

10

800

202

39

28

12

（礁断）　Govt．　of　I紅d三a，　Planning　Comlniss圭on，　Foμγ擁Five　Year　Plαn；a4ナ曜outline，　Delhi，

　　　　1966，　p。　126。
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第16表借地（非占有小作地）箆率の変化 （％）

鋭濡
r
s

模

所　　有　　地（a） 借　　地　（葬占有小作地）

1959－60 1953－54 1959－60 1953－54

1エーカー未満

　1．00－2．49

　2．50－4．99

　5．00　－　7．49

7．50－9．99

10．00　－1荏曾99

15。00　－29．99

30．00　－49．99

50エーカー以上

75．07

81．18

83．48

85．36

86．42

88．06

88．92

89．87

92．33

7L55

73．36

74．95

78．01

79．71

81．53

81．11

79．78

82．16

24．93

18．82

16．52

14．64

13．58

11。94

1LO8

10．13

7．67

28．45

鰯26，64

25。05

2L99

20，29

18．47

18．89

20．22

17．84

全　体 87．47 79．66 12，53 20．34

（注）（a）占有小作権など上級小作権の借地も含む。

（出所）Govt．　of　lndla，　National　Sample　Survey（以下NSSと引用〕，8th　round，　No．30：Report　on

　　　land　holdings（2），　Delhi，1960，　P．21（Table　5．6）；NSS，16th　ronnd，　No．　U　3：Tabies

　　　with　notes　on　agricκltural　holdi2igs　in　rttral　India，　Delhi，1967，　p．26（Table　7）　より作成。

第17表　旧ハイデラーバード州の耕地保有の変化 （単位：標準工一カー）

1948－49 （％） 1953－54　　　　　　　（％）　　　　　　　　変イヒ率　　（％）

37

93

24

54

彫
漏

地

地

地

地

体

ル

作

作

t
　
　
さ
　
　
　
ヘ

ギ

彩
老
パ

一

己
　
益

。

自
小
分
全

ジ　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
1
　
2
　
ら
δ
　
4

1

（83．3）

（工4．4）

（2．3）

（100．e）

7工，268　　　　（86．4）　　　　　　　　14．王

9，816　　　　　（ll，9）　　　　　　　－9．1

1，402　　　　（　王．7）　　　　　　－18．7

82，486　　　　（100．0）　　　　　　　　10．0

地

地

地

地

体

一

F
　
F

　
者
　
　
頚

二
　
た
　
　
　
　
へ

［

彩
磨
層

ワ
己
　
益

イ
自
小
分
金

デ
．
　
　
　
　
A
　
A
　
　

　
1
　
2
　
3
　
4

2，

12，896

3，871

L165

17，922

（71．9）

（21．6）

（6．5）

（100．0）

14，351

2，871

1，060

18，282

（78．5）　　　　　　　　11．4

（15．7）　　　　　　　－25．8

（　5，8）　　　　　　　－9．0

（100．0）　　　　　2．0

（出所）A．M。　Khusro，　Ecoπo〃lic　and　social吻o，sげJagirdari　abotition　and伽〃⑳プ〃ls　in

　　　Hyderabad，　pp．71－74（Table　22－25）より作成。

第18表　iNハEデラーバード州の1954－55年度に。おける法定保護小作農（1951年）の地位の変化　　（％）

要 因 不変

＼ジit．＿ギニ…弼地　…………罵懸凱一一

　　　　　自発的　　合法的土蜷購入
　　　　　土地返還　　取戻し 叢詑その他

l
lディワーニー地
｛

　61．38
…　 …　 …　 …　 n　v

12．42　　　　　　17．83

19．69　　　　　　　6．39

2．58

0．79

22．14

6．65

0．12

4．86

q晰）A．M．　Khusr◎，　Economic　and　sσc‘αl　eflecまs　of　Jagiγdariαう◎li　tionα癩lan（1γefoγWtS餓

　　　Hydeγabad，　P．40（Table　8）
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第19表　罰ボンベイ州グジャラート地方の経鴬形態別彌積分布の変化 （％）

補P　蝸『…マ“7…ππ…闇マ篇……慌Am　晃Aπ……マ＿　　；x；．：；x扁11945　　　　1946　　　　1947　　　　1948　　　　1949　　　　王950　　　　王951　　　　1952　　　　1953

　－46　　　　－47　　　　－48　　　　一蔓2　　　　－：50　　　　－51　　　　－－52　　　　－53　　　　－54

L　ライヤトワーり一地Ca）

　　　1）　　　　　　　　　　　　　　　ぞ1三　　　16．6

　　　2）　　醸　　　∫目　　　労　　　を勧　　　　0．6

　　　3）　　ノ」、　　　　　　　　　　　　　｛乍　　　82．8

　4）　全　　　　　　　体　IOO．0

臨葬ラ魯ト・一リ耀・＞

i1）陰1　　　　作　4．1
　　　2）　　テ蓬　　　月］　　　労　　　製轍　　　　3．2

　　　3）　　ノ」＼　　　　　　　　　　　　　イt［三　　　92．7

i4）全　　　体100．O
l

15．3　　　15，0　　　18，0　　　王8．1

　0．6　　L8　　　L2　　　LO

84．1　　　83．2　　　8G．8　　　80．9

100．0　　100．O　　IOO．O　　leO．0

　6。1　　　　9．2　　　12。0　　　16。2

　2．1　　　　2．0　　　2．0　　　　3．0

9工．8　　　88．8　　　86．0　　　80。8

100．0　　100．0　　100．0　　100．0

15．9　　　17．7　　　王7．9　　　20．4

　0．7　　　1．4　　　　1，7　　　2．2

83．4　　　80．9　　　80．4　　　77．4

100．0　　100．O　　lOO，0　　100。0

14．8　　　13．7

　3．5　　3．2

81．7　　　83．1

100．0　　100，0

13．6　　　14。4

　3．2　　4．8

83。2　　　80．8

100・0100・0｝

（注）　（a）抽出地域には継続白勺な自作地は含まれていない。

（患噺）　M。B。　Desai，　RePort　of　an　enqUirY　into　the　zvorking　of　Bombay　Tenancツand　AgriCMtt－

　　　　uプal　Lαnds　Act，　－Z　948　（aS　a？nended　uPto　ヱ953）　in　Gtijarat（exctttding　Baroda　Dis－

　　　　trict），　Bombay，1958，　PP．56－57（Table　5．3　A）

　第20表　隔ボンベE州マハーラーシュトラ・カルナ～タカ地方における小作地比率の変化と規定要因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％）

1948－49　　1949－50　　1950－51、　1951－52　　1952－53
塒一一一・一．一一一一……一一一一一一・一一……一一一．・一一一・一．一・一．一一一．一・一

　1．耕地爾積全体に対する小作地比率　　　　　30．9

　2．前年度の小作地に対する

　　1）地　童　の　取　戻　し

　　2）小作農の土地購入
　　3）不　　　　　　　　　　　変

　　4）小　　作　　農　　交　　代

　3．蘭年度の自己耕作地に対する小作
　　　地への転換面積
、

30．4　　　　　29．9

8．8　　　10．0

0，9　　　0，7

80．9　　　　　80．3

9．4　　　9．0

3．5　　　3．8

28．6

9．0

1．0

81．1

8，9

2．6

26．9

12．7

1．6

78．6

7．1

3．3

（出所）V．M．　Dandekar　and　G．　L。　Khudanpur，　Working　of　Bombay　Tenancy　Act，1948；rePort

　　　　of　investigation，　Poona，　1957，　pp．27－30（Table　Nos．4。1－4．3）　より作成。

第21表　ウッタル・プラデーシュの又小作・分益小作地　　（単位：エーカー）

ザミーンダーり一廃止前 ザミーンダーり一廃止後　　　変化率（％）

1）全耕地颪稜　　　5，93LG6（100．00）　　　　　5，528。00（100．GO）
2）　又ノ」、楢P地　　　　　　　　294．50　（　4．96）　　　　　　　　　　　101．51　　（　1．83）

｝3）分益小作地　　534．55（9．・2）　　　479．・7（8．67）
む

i4）　2）　　十　　3）　　　　　　　829．05　（　13．98）　　　　　　　　　　　580．68　（　20．50）

一 6．86

－ 65．53

－ 10．36

－ 29．95

（注）抽出調査に基づき，かっこ内は％。又小作は改革前のシクミー（Shlkmi），改革後はアサーミー。

咄所）Baljit　Singh　and　Shridhar　M三sra，　A　studs　of　land　refoTms　in　Uttar　Pbladesh，　pp，158－161

　　　　（Table　Nos．30，31）より作成。
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第22表　源ベンガールの地黙：別耕地齎稜にしめる分益小作地の比率 （％）

i

地　　　　　　区
軋鱒一『……

1

ig40ベンガ
ー ル地租
委員会調査

　1941　　　　　　　　　　　1951　　　　　　　　　　　1961

センサス　　　センサス　　　実態調査

1

Burdwa且
Birbhum

Baτ夏kura

Midnapur

Hoogly

猛owrah
24Parganas

Nadia

Mursh1dabad

Maldah

Dinaj画r

∫alpaiguri

Dargeeling

Cooch　Behar
Purulia

25．2

24。8

29．2

17．1

30．5

23．4

22．3

24．1

25．8

9．6

14．5

25．9

25．2

24．8

29．2

17．1

30．5

23．4

22，3

24，1

25．8

9．6

1415

25．9

292
22．1

27．4

19．0

20護

15．0

133
15．6

20．2

18．2

21．4

32．0

7．9

19．8

25．0

36．0

26。0

30．0

27．0

28．0

46．0

3LO

トー一一一一．一一一…一…一一一一一一一一…

金　州 22．5　　　　　　　　　22．6　　　　　　　　　　　2G．3

1…’…一…旧國一一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・一國一…’・」．一一rr．一一t．’　一．．ttt・一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　闇罰　　　　　　　　　一一・……一一　　　　　　　　　　　　　　　　、＿＿＿＿＿，　・’國・一一’一一　　圃　一一’一　　…　・…・一　’

　（出所）　Govt。of　Indla，　Planning　Comm圭＄sion，　Implementation　of　land　refort｝zs；areview，　Delh玉，

　　　　　　1967，　p．　156．

　（資料）　王961年についてはS．KBasu　and　S，　K，　Bhattacharyya，・乙and　refovTtis　in　PVest　BengaZ；a

　　　　　stuay　on　tmゆlementation，　Calcutta，1964，　P．41（Table　4．5）

　　　　　　第23衰　小律農家に対する葬耕作地主家計の比率（［〉（1961年）　　　　（％）

州

／rk耕作農　小作農家　1
家にしめ　に対する　1
る小作農　葬耕作地　1
の比率　　主の比率　1

w
w

’i
m

Jタ
’

家
る
地
率

農
す
葎
比

作
対
耕
の

小
に
葬
主

農
め

農

作

し
修
率

耕
に
小
比

全
家
る
の

アーンドラ・プラデーシュ

　i臼マドラ，一ス地方
　矯ハイデラーバード地方．

ア　ッ　　サ　　ー　　ム

　ど　　　パ　　　ー　　　ル
　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　

グジャラート1
　摂ボンベイ地方1　ikl．，一ウ＝7一シ。ト麹方

1　IRカツチ地方
1　　　　　　　　　　　　＿
1マハーラーシュトフ
…日ボンベ，地方
　鴉ハイデラーバード地方
　旧マディヤ・プラデ～シ

排親一掌窒
汐デ‘ヤヴラデーシユ
1．＿＿＿t－＿＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿urt

17．86

18．11

17。45

23．90

36，65

1L54

14・39

2．34

17．31

18．50

21．19

16．26囁

6．56

25．01

31．22

13．90

70．17

、17．45

62．49

8王．23

23．36

20．58

85．55

11。79

28．07

・21，15

54．06

60．47

37．27

44．17

｝子～「ダ＝　ス
ミ

｝マ　イ　ソ　ー　ル
レ旧マイツ～tル地方

　　INボンベイ地方
　旧ハイデ7一バード地方

　旧＞7一ルグ地方
　順マドラTス地方，
　オ　　　リ　　　ッ　　サ

1パ　　ン　　ジ　　ャ　　ー一　’ブ　’

　暇パンジヤーブ地方
　飼P麹p’S・U地方
1ラージャ’スターン

彫葱掌二㌃．
ミ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ
レ

1－”thT’＋’”一’一”→

20．88

25，07

19．11

33．27

17．65

32．22

45．60

15．94

38．60

37．46

41．02

4．62

10．72

23．55

14．82

49．75

75．15

32．48

63，68

73．76

17．15

40．82

46．06
48．58「

41・14’．‘ 1

29．03
6．11

37．78

金　　イ　　ン　　ド（b）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

23．56　　　　　23．95　　旨

（漉）（a）1961年センサスの2．5％抽出調査に基づき，部族地域の家講は含まない。（b）中央致麻薩轄領を

　　　も含む。

（器舞）　Govt．　of　India，　COILTI，　p．　v海（Table　磁）
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第24表　夢｛三占麿小作にしめる各種小作形態の比壌

I
l・953τ・・

し＿．．＿＿

公　　式　　契　　約 非　公　式

金納 霧繁　窪轟鴇　金納
他のぞ

　％v

一

約I菱I
物
割
轟生
定

額
納

定
物

縁　計、。，M，　4．45　，．。9　、3．？9　3．，、　2。．84　5。．、8

｝　面’　　　　稜　　．　　16．43　〕　　　　　4，36　　　　　　9．12　．　　　　　16．49　　　　　　3．46　　　　　　27．44　　　　　　22．70

L＿．

1959－60　　　　趨ミ金£slj　’ 　　　　　生麓物定額物納
　　　　　定率分割

・形態飴菰づイ奪 無料小作　　その他

家

衝了

窪iくa）　　23．02　　　　　　11．53　　　　　　43．94　　　　　　　　1．06　　　　　　　7．06　　　　　　13．57　　　　　　21．30

積　2・．67　　9．58　　42．94　　・。88　　2．63　　5。98　　17．321

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿｛
（注）　（a）1家計が複数の項羅に及ぶこともあるため合計値は100％をこえる。

（1壬噺）Govt．・f　lndia，　NSS，8th　roscnd，　N・．30：Report　on　land　holdings（2），　P．24（Table　5．9）；

NSS，ヱ6焼rOZtnd　No．ヱヱ3：Tabies　with　notes　on　agric”lti‘ral　holdings痂rural　l，idia，

　　　　　pp，23－26（Table　6－7）より作成。

　　　　　　　第25表小作形態別の農家分布（a）（1961年）　　　（％）

一轄響毒∵冨講｝郷
＿＿…一＿＿＿＿＿＿．＿．＿’．一．一．．一一＿＿＿＿＿＿＿一一一一一t－＿＿＿＿＿＿＿＿．一＿＿一＿＿＿．＿、．一＿＿＿

　＿．t－一．一＿；

｛アーンドラ・プラデーシュ

ア　　ツ　　サ　　ー　　ム

1ビ　　　ハ　　　ー　　　ル

｝グ　ジ　ャ　ラ　ー　ト

1ジャンムー・カシミール
マディヤ・プラデーシュ

マ　　ド　　ラ　　ー　　ス

マハーラーシュトラ
マ　　イ　　ソ　　ー　　ル

オ　　　リ　　　ッ　　　サ

1パ　ン　ジ　ヤ　ー　ブ

ラージャスタ～ン
1ウッタル・プラデーシュ

薦ベンガール
デ　　　　　　　1｝　　　　　　一

；ヒマーチャル・プラデーシュ

100．00　0．04　0，29　0．66　0。24

100．00　11，73　3。王9　0。20　0．07

1eO．00　　－－　　　0，03　22．83　0．56

100．0026．46　6．00　1．37　0．07

100．00　16，7820．95　G．69　0．19

100．00　　－　　　　一一　　　2，51　　0．28

100．00　　0．73　　一　　　ユ3．89　　1．42

100。00　1。11　3．王4　0．30　0．07

王00．OG　4．14　－　　　　0．06　0．26

100。00　16，79　0。90　6．87　14．68

10G．00　　－　　　　－　　　10．32　　0．08

100．00　－　　　　1．10　3．74　1．98

10G．00　　0．10　　3．75　　－　　　　0．04

100．00　0．03　－　　　　0．24　　1．56

100．OG　－　　　一　　　一　　　一

100，00　－　　　79，88　6．29　0．74

16．20　　9．75　72．82　－

17．06　13．00　0．95　53．54

14．58　　2．62　59．22

44．40　　－　　　17．00

9．46　　1，30　45．15

25．00　　2．32　57．40

36．56　2（｝、32　27．08

72．68　　0，41　20．68

41．23　18．01　36．30

8．18　　2．30　49．14

21．59　　0．9766．70

12．46　　0．03　56．25

2．90　　0．14　92．94

11，11　　－　　　8G，25

2．44　　ユ．48　8，36

G．26

0．00

8．72

0．50

G．O1

＿
1

＿

1
。．、6｛

4．701

5．48

3．77

1．ll

l．05

　　0．33
　　　　1．32　王2．24　10．88

　　0．13　－　　－
0．16　95．19　－　　　　2．82

　　－　　－　　8．64
　　　　－　　　　0，07　　0¢74

一＿色土三㌧i巴＿＿三塑並鍍1・漿漁互翌璽．二釜一至坐．墨璽．1L働堕漁・黙

（注）（a）1961年センサスの2．5％抽出調査に基づく。（b）部族地域およびヶ一ララは除外しているが，そ

　　　の他の中央政膨薩轄領はすべて含む。

（li二1所）　Govt．　of　India，（）OIL　ZI’1，　p．　XX（Table　VI．3）
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第26表　灌概普及地および多雨地域の小作地比率（1961年） （％）

　　　　　　州

　アーンドラ・プラデーシュ（c）

　ア　’ッ　　サ　　ー　　ム

　ビ　　　ハ　　　ー　　　ル

　グ　ジ　ャ　ラ　ー　　ト　（の

　ジャンムー・カシミール

　ケ　　　ー　　　ラ　　　ラ
㌧デ、ヤヴ，デーシ。、。
1

｝マドラース
｝マ　イ　ソ　ー　ル④

　オ　　リ　　ッ　　サ　㈹

　パ　　ン　ジ　ヤ　ー　ブ

　ラージャスター、ン（c）

　マハーラーシュトラ（d）

　ウッタル・プラデーシュ

　西　ベ　ン　ガ　ー　ル

　全　　　イ　　　ン　　　ド

灌瀧普及地域（a） 多雨地el（b）

純小作混合小作金 体　　純小作　混舎小作　全　　体

6．5

6．1

2．6

1．8

50．1

21．1

7．5

1．9

0．6

6．5

6．8

21．6　　　28．1

16．5　　　　22．6　　　　　　　8．3　　　　28．9

22。8　　　　　25。4　　　　　　　3層6　　　　　27．2

　　　　　　　　　　4．7　　　15．2

42．7　　　　44．5　　　　　　17．1　　　　27．6

34。3　　　　　84．4　　　　　　34．1　　　　　20．8

　　　　　　　　　　3．2　　　15。5

26．6　　　　47．7　　　　　　　5．0　　　　17，5

　　　　　　　　　　22．3　　　　　28、0

　　　　　　　　　　2．8　　　19．2

46雪5　　　　　54．0　　　　　　12．5　　　　　21．4

9．6　　　11．5

　　　　　　　　　　5．8　　　19．7

2．6　　　　　3．2　　　　　　　0．7　　　　　5．0

17．1　　　　23．6　　　　　　10．5　　　　25．3

28．5　　　　35．3　　　　　　　5．9　　　　21．7

37．2

30．8

19．9

44．7　1

54，9

18．7

22．5

50．3

22．0

33．9

25．5

5．7

　　　　　　　　　　　　l　
　
　
　 　　　　　　　　　　　　l　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 I

　　　　　　　　　　　　　

｝
35．81

＿＿
1

27．61
　　－｛

（注）（・）欄種礁の5°％以上が灌灘されてい磁観（b）欄獅量115°ミリ肚の蹴（・）多雨

　　　地域なし。（d）灌灘普及地域なし。

（fEIPrr）　A．　K．　Sen　ahd　T．　C．　Varghese，‘‘Tenahcy　and　resource　allocation”，　SeMinar，　No、81；

　　　　　May　1966，　茎）t　29　（Table　1）

（資料）　Govt．　of　Inδia，　COIHE　T（i），（ii）and　States　tables（Tab［e　B－XI）

第27表経営の規模別分布と変化 （％）

家　　計　　数 経　営　面　積
規 模

1951　　1953－54　　増　　減 1951　　　　1953－54　　　　増　　　　減

0．01　エーカー来濃｝

0．Ol－　2．49

2．50－　4．gg

5．OO－　7。49

7．50－　9．99

10．OO－14，99

15．OO－24．99

25．00　エーカー以上

5．9

49．2

14．3

9．5

荏．8

6．1

4．9

5．3

6．3

48．5

工5．9

9．3

5．6

5．5

4．9

4．0

；lll｝一

；：：1｝・…

一
゜°6｝一・・6

－ 1．3

7．6

1L1
11．4

7．2

13，1

16．2

33．4

5．9

10．9

10．5

9．1

12．6

17．7

33．3

：1三｝⑲

；9：1｝・…l

l2：：｝…

－ 0．1

（注）1951年は作付地，1953－54年度は家計経営地。

（慮所）Govt．　of　India，　NSS，8th　round，　No．10：First　report　on　land　holdings（rurai　sector），

　　　　Delhi，1958，　P。36（Table　6．7）
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　　　　　　　　慧

箆28表　既有地に対する最高限度設定法の概要

州 法舗定　土地移譲　最高保有限度
発効年　禁止年月　　（エーカー） 適　用　基　準　ω

アーンドラ・プラデーシュ
　
　
ヨ
　
　
ゆ

ア

ビ
ク

ッ　　サ　　ー

　ノ、　　　　　～

ジ　ャ　　ラ　ー

ム

ル

ト

ジャンム～・カシミール
ケ ラ 一

フ

マディヤ・プラデーシュ

マ

マ　ノ、

マ

オ

ノxe

ド　　ラ

ー ラー

イ　　ソ

　　リ

ン　　ジ

パ　　ン

｛
P　E

シ　ュ

1ラ　　　　　ー
｛ウッタル・フフデーシュ

1酉ベ　ン　　ールミ

｝

一

s
【

　

　
ヤ
　
　
タ

ヤ
ジ
P
ス
』
ガ

　ス

トラ

　ノレ

　サ

　ブ

　ブ

　u
　ン

1961

1958

1962

1961

1950

1961

1961

1961

1961

1961

1960

1955

1955

1960

1961

1955

1961．　2．21　　　　27～324
賜　　pm

1955．11。12　　　　　　　　50

1959．10．22　　　　20～　60

1959．　1．15　　　　38～132

　　－　　　　、20％

1957．12．18　　　　15～37｝i

　　－－　　　　　25～75

1960。　6．　4　　　　24～120

1959。　8．　4　　　　18～126

　　－　　　　　　27～216

　　－－　　　　　25～100

1953．　8。15

1953．　8。15

1958冒　2．25

1959．　8。20

1953．　5．　5

3G～　60（b＞

30～　80（c）

個入保有地（追加保有可）

家族全体の保有地（追加保有不可）

個入保有地（追加保脊可）

家族全体の保有地（追加保有不可）

個人保有地（追加保有不可）

家族全体の保有地（追加保有可）

個入保有地（追加保有可）

家族金体の保有地（追加保有可）

　　　　同　　上

　　　　同　　上

欄人保有地（追加保有可）

鯛入保有地（追加保有不可）

　　　　同　　上

30（標準エーカー）㈹家族金体の保有地（追加保有可）

40～80
　25

個入保有地（追加保有可）

禰人保有地（追加保有不可）

（注）（a）制限の対象，および一定規模をこえる家族数の場合追加保有が許されるかどうかについてであ

　　　る。（b）難畏については50～100エーカ～。（c）難民については40～王00エーカー。（d）1標準工

　　　～ヵ一は小麦1マウンドを生薩する面横。

（幽所）　Govt．　of　India，　Plannlng　Commission，　Pregress　of’land　reform＄，　DeEhi，1963，　pP・62－

　　　　72（Annexure瓢，　IX，　X）より作成。

第2駿経営の規模別分布と変化儂業経営稗） （％）

規 模

家 断

蔦 数 経　　鴬　　面　　積

1－

1　　0．50エーカー未満

10．50＿0．99
　

｛　　　王．OO－2．49

i2．5G＿4．99
1，．。。＿，．、9

1
1　　　7．50－9．99
h。．。。＿14．99

｛・5．・・一・9．99

｝　　20．00－24．99

1　　25．00－－29．99

　

｝30・00－49・99

1・・…エーカー以上

1953－54　　王959－60　　　　増　　　　減 1953－－54　　　　1959－60　　増　　減

1L71

8．01

19．42

20．86

12．17

7．56

7．75

4．33

232
L6G
2．74

1．53

；｛il尋｛1－

11：ll二1：19｝一・・88

11｝に1：llトー

il；Il：；1ト欝

0．3G

O．77

4．36

10．01

9．90

8．72

王2．53

9。94

6．85

5．81

13．80

17．01

冒　　　．一　　　　　　一tttt…醐一　　　　　　／
0．39　　→－0．09　　　　　　　　｛

・・93・…6
．、．4∴

5．39　　　＋1・03　　　｛
12。17　　一ト2．16　　　　　　　　　1

19：糊：ll｝＋1・23

號lllll－

ll蕪1ト・・92

「金 体 100．00　　100．00 100．OO　　　100．00

t鞠規模（一カー）
t

　（出所）

7．53 6．65

1953－54年度についてはGovt．　of　India，　NSS，8th　round，　No．30：Report　on　land　holdings
（2），P．43（Tab至e　2）。1959－60年度についてはGovt．of　lndia，　NSS，ヱ6th　round，　No．113：
Tables　with　notes伽agr∫cultural　Ju）ldings　in　rural　htdia，王）elhi，1967，　P．21（Table　3）
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第3G表　耕地保麿の権利内容と規模別分布（農村地域） （％）

卜＼規模

保有形態＼＼
5xx・一一力～未満 5－15 15－50 50エーカー以上平均規模

家　計　頂i積　　家　計　面　積　　家　計　面　積　　塚　計　面　積（エーカー）
1

所有地耕作1
｝純小作
睡合小作

除　　体

56．94　　15．50　　　　29．78

76．09　　33．04　　　　19．06

48．（｝8　　王3．39　　　　36．12

57．03　　ユ5．85　　　　29，95

32，28　　　　11．41

35．72　　　　　4．46

33．84　　　　14．3工

32．71　　　　11．33

37．33

25．53

39。94

37。31

1．41　　14．52　　　7。36

e，29　　　5．55　　　4．28

1．46　　12．82　　　9．07

1，33　　13．83　　　7．39

（出研）　P．S．　Sharma，‘‘A　gtudy　o£the　structural　and　tenurial　aspects　of　rural　economy三n　the　1三ght

　　　　ρf・96i　ce・・u・”t　UAE，　V・1・XX，　N・・4・0…／Dec・　1965，　P．6・（T・bl・VI）

第31表　瀬ベンガールにおける農業経営形態（a） （％）

i

l地
1
し

　　　　　家族経営
区　　　　　一一一一一一一・－
　　　　　1940　　　　　　1961

分益小作 雇農経営
1940　　　　　1961　　　　　　　　　1940 1961

1…d・・n

lD三najpur（b）

l　Jalpaigur三

lMaldah
｝Mid。ap。，

｛　Murshidabad
l24P。，g。n。、

1・…卜・・璽

53．0

72。0

70，4

89．3

53．0

58．9

5L1

43

61

21

49

40

55

62

58

25．2

14．5

25．9

9．6

17．1

25．8

22．3

25

28

46

27

36

3G

26

31

21．8

13．6

3．7

1．2

29．9

圭53

26．6

32

11

33

24

24

15

12

11

（注）（a）各経営形態のしめる面積比率で表示。（b）独立後はWest　Dinajpur。

（出所）1940年にっいてはGovt．　of　Bengal，　Report　of　the　Land　Reventte　CoMMissien，　Bengal，

　　　Alipore，1940，　Vol．il，　PP．118－119（Table　No．VIH－e）。1961年に，ついてはS．　K．　Basu　and

　　　S．K．　Bhattacharyya，　Land　veSg7ms　in　West　Bengal；astudy　on　iMψleMentation，　P．46

　　　（Table　4．9）より作成。

第32表　ウッタル・プラデーシュの経営形態溺耕地面積の分布 （％）

規 模
ザミーンダーり　廃止荊 ザミーンダーり一廃止後

家族経営　分益小作　雇農経営　全　　体家族経営　分益小作　雇農経営　全　体　1
｛　　　　　　　　　　闇　nm－一一一’一　　　　　　　　　　　一rm・mtt－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一一1　小　　規　　模　　　　　　　　　　94．64
　（5エーカー未満）

　i窪コ　　　　　：焼　　　　　オ莫　　　　　85．10

　（5　　－　　15）渡　規模，4．。4
　（15　　－　　40）

　巨　大　規　模　　　3．05
｛（40エーカー以上）
§
／－ua’ua…nv…閲　　　　　　　　　　　　　　　1「「一…’ttntm「mt……　…tmUtt

3．39　　　　　1．97　　　100．00

2．58　　　　12．32　　　100．00

2．20　　　　23．76　　　王00．00

7．80　　　　89．15　　　100．00

89，66

87．12

72．26

0．OO

7．76

i．94

4．28

0．GO

2．58　100．ool
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 I
　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　　　　　　｝
10．94　　　100．0α

　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 1
23．46　100．ool

100．00　　100．00；
　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 i

全 休 71．97 3．35　　　　24．68　　　100．00　　　75．37 3．51　　　　21．12　　　100．0σ

（出所）　Bal舞Singh　and　Shridhar　Mlsra，　A　stttdyげland　ref　orms　in　Uttar・Pradesh，　p．249

　　　　　　（Table　NQ．31）
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第33表経営規模別の雇胴労働潜分布（a）と就業着全体にしめる雇用労働畜の比率（b）（農村地域）（％）

グ

｝

　

全 体 1sc　Hカー
未満 1．00－2．49　　2．50－4．99 5．00－7．49　7．50－9．99

（a）　（b） （a）　（b） （a）　（b） （a）　（b） （a）　（b） （a）　（b）

ル

ブ
　
ン
　
ユ
　
ユ
　
ル
　
サ
ル
　
ム
　
ト
ラ
　
シ
　
ル
　
ラ
　
ス

一

　
　
シ
シ

ミ
　
タ
1
1

シ

　
ス

デ

デ

［

　

ヤ

　
ラ
ラ

カ　

　

ヤ

プ
プ

一

ジ

　
・
・

ム

　
ジ
ル
ヤ
ハ

ン

ン

｛

タ
イ

ヤ
　
　
ツ
デ

　

　

　

　
ト
　

∴
∴
蕩
∫
㌃

　

　

サ

　
l
・
ソ
　
ラ

リ
ン
ヤ
一
フ
滞
一

　
ベ

ッ

ジ

一

ン

イ
ド

　

　

　

　
ハ

I

ジ

パ

ラ
ウ
マ
ビ
オ
灘
ア
グ
マ
ァ
マ
ケ
マ

ωドン
i一
イ金

100．00

100．00

100．00

三〇〇．00

100．00

100．GO

100．00

100．00

100．OG

100．OO

IOO．00

100．00

ヱ00．00

iOO．00

100．00

2．91

3．61

4．23

6．51

9．57

23．05

11．51

18．25

3．74

2．72

6．73

8．19

16．62

27。68

44．17

6．85　2．28

0．34　0．74

0，54　1．96

2．51　1．45

0．21　0．87

2．51　4．71

1．51　3．20

3．22　5．90

2曾47　1．55

0量33　0．43

0．70　　1．38

0．59　0．60

1．24　9．80

12．32　10．14

　3．55　20．20

2G．48

1．75

4．36

8。41

1．66

9．23

9．15

13．13

8．58

1．79

3．02

3．41

20．06

25．97

19．25

2．17

0．83

1．84

2．32

1．57

9．97

4．26

9．83

1．75

0．45

1．64

1．33

12．61

22，65

33．98

27．75

2．56

7．28

15．40

4．68

18．15

16．13

2L35

19．65

3．73

4．60

6．92

19、36

23．21

26．75

2．43

0．87

2．11

4．03

2．78

17．78

7．22

14．75

2．22

1．64

2．11

2．98

15．67

37．18

44．34

18．16

4．81

王0。43

15．62

7．43

16．38

17、10

20．39

19．5G

6．59

5．07

8．42

17．15

13．72

18．35

3．28

L32
3．17

6．73

4．45

25護4

1L26

21．40

3．89

1。21

2．67

5．06

17．17

50。68

49．91

9．90

4．56

7．69

10。58

6．42

9．77

9．05

ヱ0．31

12．31

5．93

3．68

5．77

9．81

6。54

7。86

4．41

翼
謙
31．87

鴇1
：
劉

3．2gI

　
　
　
　
　
　 　　　　　　 E

7．121
　　　　　　 　　　　　　ミ

17．6si
　　　　　　　 I
62．32i

54．31

100．OG　14．15　2．87　5．77　12．18　9、13　18．69　12．20　　15．49　14．42　8．38　15．32

1

！

1

　　　　　　　　　　　10．00－12．49　12．50－14．99　15．00－一一29．99　30．00－49．99

少19　　　　　　　　　　　　　亨　　　　　　　　　　　　　一一一一一一一一・一一・一　　　　　　　　　　　　　　　’　　一　…ttt“…内…”

　　　　　　　　　　　　　（a）　　（b）　　　　（a）　　（b）　　　　（a）　　（b）　　　　（a）　　（b）

50エ～カー
以上 乗分類
（a）　（b） （a）　（b）

ジ

パ

ラ
ウ
マ
ど
オ
西
ア
グ
マ
ア
マ
ケ
マ

ヤンムー・カシミール

　　ン　　ジ　　ャ　　ー　　フ

ー ジャスターン
　　　　　　　　　ら　　り　　　へぐ　　　　　ち

ッタル・フフアーソユ

デEヤ・プラデーシュ

　　　ノ、　　　　　　pm

l一ンドラ
　　　　　イ

　　　　　ド

　　ハ　　　　ー　　　　ル

　　　リ　　　ッ　　　サ

ベ　ン　ガ　ー　ル

ッ　　サ　　ー　　ム

ジ　ャ　ラ　ー　　ト

ー ラ　シュトラ
　　　　　　　プラデーシ

　　　　　ソ　　ー　　ル

　　　　　　　　　フ　　　　フ

　　　　　ラ　　ー　　ス

　　　　　ン　ド（a）

5．47

8．11

10．26

9．28

8．84

9．23

10。81

11．08

10．69

8．91

5．61

8，74

9．72

5。73

7．73

4．45

2．33

4．49

1王．80

7．98

37。26

19．23

33．60

7．53

2．45

4．06

8．80

16．46

65．67

54．92

7，42　11．89　3．31　4．65　　0．29

5．67　3．18　36．36　5．09　21．37

4．39　4．15　25，34　5．71　　15．12

6．23　13．78　19．16　19．30　　7．42

5．76　9．65　27．93　14．27　　17．24

5．53　42．26　三8．02　50．49　　7．09

4．57　5．87　19．16　30．23　　6。98

4．99　37．32　13．86　31．57　　1．20

5．86　7．89　14．75　1王．36　　4．42

4．96　3．29　32．50　4．36　21．80

3．02　5．94　23．07　7．76　21．79

3．70　10．87　23．83　15．97　　16．12

3．83　18，66　15．24　16．45　　7．00

1．9568：・i6　6．52　74．34　　3．1e

2．68　58．97　9．30　6G．68　　2．91

4．18

8．70

6．72

31．20

26．45

63．90

43．14

46．09

20．15

6．16

15．52

27．95

19．26

88．65

68．03

　0．37　23．27

14．30　14．55

14．23　7．10

　5，．22　47．56

19．80　48．11

　4．0671．22

　5．36　59．67

　0．3342．12

　王．42　23．50

13．22　10．51

29。24　32．40

22．45　49．52

　6．593G．11

　0．93　84．21

　1。5876．10

0．17

0．36

0．17

0．03

0．03

0．18

0．14

0．35

0．24

0．20

　　…一｝

1．621

1．74i

2．051

5．64i

11．05i
5。411

6．711

　　　　　　1
2・271

2．241

3．39｝

全　イ 8。64　16．46　4．18　17．63　15．94　19．42 7．20　24．16　6．35　35．07

0．0510。3，1

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　ミ

　　ー10．ool
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　　　　l

O．02　9．35i　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 　　　　 I

O．04　14．04i，
　　　　　　　　　ll

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　レ

0．08　3．611

（注）（a）北東国境地区，ゴァ，ダマン，ディウを除く。

（出所）　1）．S．　Sharma‘‘A　study◎f　the　structurai　and　tenur三al　aspects　of

　　　　　　　llght　of　1961　census”，　IJAE，　Vol．　XX，　No．4；Oct，／Dec・1965，

（資料）　Govt．　of　India，　COIHET（i），（ii），　Table　B－XII，　B－XV．

rura韮　economy　in　the

pp，76－77　（Table　XV）
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第34表　農　業　労　働　者　の　状　況

1950－5王

1。　農業労働者家晋卜
　　1）全農村家讃にしめる比率　（％）

　2）土地所有の有無〈％）
　　　　　　　　　i）　　　　盛二地汐薦家晋i卿

　　　　i1）　土　1也　な　　し

2．種“　　　　類　（％）

　D脇時雇農　　　2）’常　　時　　，簾　　農

3．就業臼（男性のみ）

　1）臨蒔麓農
　　　農業労働
　　　非農業労働
　　　臼　　　営
　　　央　　　業
　2）常蒔雇農
　　　農業労働
　　　詑農業労働

　　　自　　　営
　　　失　　　業
　　3）金　　　　　体

　　　農業労働
　　　葬農業労働
　　　自　　　営
　　　失　　　業
4．賃金支払い形態　（％）

　1）現　　　・金
　　2）現　　　　　物

　3）・現金・現物
5．家計当たり平均年間版入　（ルピー）

　　1）　麟　疇　雇　農

　　2）　常　聴　雇　農

6．年聞収入源泉（％）

　1＞臨賭雇農
　　　　三）農業労賃
　　　　ii）　雰農業労賃
　　　　　　　　　　　　　　　ii三）　　　　i二　　　　　　　　　　　」也

　　　　iv）そ　の　他
　　2）常　時　雇　農

　　　　1）農業労賃
　　　　三i）　非農業労賃

　　　　ii三）　土　　　地

　　　　iv）そ　の　他
　　3）金　　　体

　　　　i）農業労賃
　　　　ii）　非農業労賃

　　　　iii）　土　　　地

30．4

49．9

50．1

90．3

9．7

167

33

75

90

315

1王

20

19

189

29

65

82

56．0

31．3

9．8

442．0

489．0

62．9

12．2

14．0

10．9

76．7

7．3

7．8

8．2

64．2

王1．9

13．4
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1956－57

24．5

Q
》
1
2
7

4
t
o
73．4

26．6

167

30

40

128

259

22

16

68

194

28

33

110

48．7

40．5

10．8

418．0

492．0

1
8
ρ
0
π
0

（
U
8
7
3

ワ

’
　
　
　
－

79，9

6議

5．2

8．9

73．0

8．0

6．9



　　　　　iv）　そ　の　他　　　　　　　　　　　10．5

7．負　　　債
　　1）　全農業労働巻家計にしめる負債家計　（％）

　　　　　　i）　臣醸時雇農　　　　　　　　　　　　　　　　　 43．8

　　　　　ii）常晴雇農　　　　　　　　　51．2
　　2）負債家計当たりの負債額　（ルピー）

　　　　　i）臨時雇農　　　　　　　　　　100．o
　　　　　　ii）　常蒔雇農　　　　　　　　　　　　　　　　　　143．0

12．1

62．6

67．6

137．0

141．0

（出所）Govt．　of　I繭a，　Ministry　of　Labour，　Agricultural　LαboκアE？zquiry，1950－5ヱ；report

oπ　inte，lsive　sscrvey　｛ゾ　agricultuγal　Iabouγ，　Delh三，　1955；　Ag「rieultural　la　

bouア　ゴ，t　1箆ゴia；

re加rt　o，診塘θSecond　Agricul舌ural　LabouγEnquiry，　Ddh1，1969．

第35表農村におけるカ～スト階属別ヒンドゥー家族（a）の職業横成（1952年）　　（単位：1GO万戸）

職　　　　業　　　上履カースト　中層力～スト下圏カースト指定カースト全　　　体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿一一一一＿＿＿＿＿＿＿＿1

農　　　業

　農　　業　　者（b）

　耕　　作　　者

　分益小作農

　農業労働者
　林業，漁業，家禽
　業（c）

　農　業　合

そ　の　他㈹

1．09（24．38）

1．96（43．91）

0．17（　3．91）

0．05（　1．09）

0．02（　G．62）

8．29（73．9王）

1．17（26．09）

0．93（　7．57）　　1．69（　6。95）

6．52（53．30）　10．20（41．79）

0，76（　6．18）　　1．51（　6．17）

1．46（11．91）　　4．ll（16．85）

0。王7（　1．39）　　0，81（　3．31）

9．84（80．35）　　王8．32（75．07）

2．39（19．65）　　6．09（24．93）

0．18（　1．54）　　3．80（　7．35）

3．19（27．05）　21．87（41。35）

1．00（　8．50）　　3．44（　6．50）

4．27（36．19）　　9．89（王8．70）

0．28（　2．38）　　1．28（　2．42）

8．92（75．66）　40．37（76．33）

2．87（24．34）　　12．52（23俸47）

金 体

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

4．46（100．OG）　　12。23（10G．00）　24．41（10G．00）　11。79（100．00）　52．87（100．OG）　1

（注）（a）上層カーストは聖紐を用いることのできるカースト，中層は上層カーストから飲水をもらうこ

　　　とのできるカースト，下層はその他の指定カースト以外のもの。したがって，北インドでは上層・

　　　中層の区分は明確でない。（b）主として雇用労働による経営を行なっている農民。（c）樵夫，プラン

　　　テーション労働者なども含む。（d）農村地域の行政，：専門職，製造業，輸送，商業，建設業など。

（出所）　Govt．　of　India，　NSS，4th　round，　No．－Z　4：Repert　on　some　characteristics　of　the　econo〃z－

　　　　icaUy　active　poρulation，　Delhi，1954，　PP．28－29（Table　1）
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